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第１ 消費者・事業者に関する規定 

１ 総論（消費者・事業者に関する規定の可否等） 

従来は，民法には全ての人に区別なく適用されるルールのみを規定すべきで

あるとの理解もあったが，民法の在り方についてこのような考え方を採る必然

性はなく，むしろ，市民社会の構成員が多様化し，「人」という単一の概念で把

握することが困難になった今日の社会において，民法が私法の一般法として社

会を支える役割を適切に果たすためには，「人」概念を分節化し，消費者や事業

者に関する規定を民法に設けるべきではないかという指摘がある。 

具体的には，消費者を「事業活動以外の活動のために契約を締結する個人」，

事業者を「法人その他の団体及び事業活動のために契約を締結する個人」と定

義した上で，後記２以下に掲げるように，民法に消費者契約に関する特則及び

事業者に関する特則を設ける考え方が示されているが，このような考え方につ

いて，どのように考えるか。 

これらの点を含め，民法における「人」の概念の見直しに当たっては，どの

ような点に留意して検討すべきか。 

 
（参考・現行条文） 

○（定義） 

 消費者契約法第２条 この法律において「消費者」とは、個人（事業として又は事

業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）をいう。 

  ２ この法律（第四十三条第二項第二号を除く。）において「事業者」とは、法人

その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけ

る個人をいう。 

  ３ この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される

契約をいう。 

  ４ （略） 

 
（補足説明） 

１ 問題の所在 

  民法は私法の一般法であると言われているが，これは，民法には全ての人に区別

なく適用されるルールのみを規定すべきであり，商人や消費者など特定の属性を有

する人のみを適用の対象とする規定は，商法や消費者契約法などの特別法に置くべ

きであるということを含意しているとの理解がある。現に，保証人が法人以外の者

である場合に保証人を保護する規定（同法第４６５条の２，第４６５条の５）など

を除き，民法には，人の属性に着目して適用範囲を限定する規定は置かれていない

と言われている。 

  しかし，一方で，民法が私法の一般法であるということの意味をこのように捉え

なければならない必然性はないとの指摘もある。例えば，民法が市民社会の要請の

下で全ての市民に平等に適用されるルールを設けたのは，封建的・身分的差別を廃
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止して身分的に対等な市民を作り出すことが重要であったためであって，市民の中

に存在する経験，知識，能力などの格差を法的ルールに反映させることを積極的に

否定するものではないとの指摘がある。このような立場からは，今日の市民社会に

おいては構成員の多様性が顕著になり，取引について情報や経験を有する事業者・

法人とそれらを有しない消費者の間の格差が拡大していることから，このような多

様性を民法にも反映させ，多様性を前提とした実質的に平等な市民を念頭に置いた

ルールを設ける必要があると主張されている。 

  私法の一般法としての民法は，私法ないし市民社会の法の基礎として社会を支え

るという役割（民法の基底性）を担っていることを重視する観点からは，消費者と

事業者との取引や，事業者間の取引の重要性が高まった今日においては，これらの

取引に関するルールを除外すると，民法は取引一般について規律したことにならず，

上記の役割を果たし得なくなると考えられる。このような考え方から，単一の概念

では把握できないほど多様になった「人」概念を分節化し，消費者や事業者などの

概念を設けて，これらに関する規定を民法に置くべきではないかという問題が提起

されている。 

２ 諸外国の立法例 

  諸外国の立法例を見ると，ドイツにおいては，２０００年の民法改正によって民

法に消費者概念が導入され，消費者に関する規律が民法典に置かれることになった。 

  また，スイス，イタリア，オランダなどでは，民法と商法との区別はなく，同一

の法典に規定が置かれている。 

３ 具体的な立法提案 

  以上を踏まえ，消費者を「事業活動以外の活動のために契約を締結する個人」，事

業者を「法人その他の団体及び事業活動のために契約を締結する個人」と定義して

これらの概念を民法に導入し，これらに関する特則を民法に置くという考え方が提

示されている（参考資料１［検討委員会試案］・２３頁）。更に，医師，弁護士等の

専門職の活動が事業者に関する規定の適用対象になることを明示すべきであるとし

て，上記の各定義の「事業活動」を「事業活動又は専門的職業活動」とすべきであ

るとの考え方もある。 

  このような考え方によれば，「事業者」は商法上の商人概念よりも広く，営利を目

的としない非営利法人なども含まれることになる。商人に該当しなくても，法人の

ように取引社会で要請される専門性や迅速性に対応する能力を備える主体について

は，人一般とは異なる規律を適用すべき場面があり，このような能力を有する者を

「事業者」と定義して特則を設ける必要があるとするのである。事業者には営利を

目的としないものも含まれるため，事業者に関する特則は，商法ではなく民法に置

かれるべきものとされる。また，その場合に，商法上の商人概念は民法上の事業者

概念に包摂される関係になるから，現在は商法に置かれている規定のうちで事業者

一般に適用すべきルールは，民法に規定することになるとされる。 

  これらの概念を前提として，民法に，人一般に適用される規定のほか，①消費者

と事業者との間の契約に適用される規定，②相手方の属性にかかわらず，一方当事
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者が事業者である場合に適用される規定，③事業者間の契約に適用される規定を設

けるべきであるという考え方が提示されている（それぞれの規定の具体的な内容に

ついては，２以下参照）。なお，上記①に属する規定が民法に設けられるとすれば，

消費者契約に適用される特則として他の法令に設けられている規定をいずれの法典

に置くかが問題になり得（例えば，断定的判断の提供に関する消費者契約法第４条

第１項第２号，事業者が消費者を困惑させた場合に関する同条第３項，錯誤の特例

を定める電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第３条。

もっとも，消費者契約法については，同法第１条の目的規定を踏まえた解釈の必要

性や実体的なルールの機動的な改正の要請等も考慮する必要があるとの意見がある。

また，電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律について

は，円滑な電子商取引の促進という観点から制定された法律であるため，そのよう

な性質も考慮する必要があるという意見もある。），この点についての立法提案もあ

る。 

  また，以上のような考え方のほか，民法に消費者や事業者，商人に関する実質的

な特則を設けるのではないが，これらの属性を有する者に適用される規定が他の法

令に置かれていることを明らかにする規定（レファレンス規定）を民法に設けると

の考え方が提示されている（参考資料２［研究会私案］・１２２頁等）。 

  これらの考え方について，どのように考えるか。 

 
（比較法） 

○フランス消費法典目次 

立法の部 

  第 1 編 消費者の情報と契約の締結 

   第 1 章 消費者の情報 

    第 1 節 一般的な情報義務（L.111-1～L.111-3 条） 

    第 2 節 提示の方法および登録（L.112-1～L.112-11 条） 

    第 3 節 対価および売買の条件（L.113-1～L.113-5 条） 

    第 4 節 引渡期日に関する情報（L.114-1 条） 

    第 5 節 製品および役務の評価（L.115-1～L.115-33 条） 

   第 2 章 商慣行 

    序節 不誠実な商慣行（L.120-1 条） 

    第 1 節 規制された商慣行（L.121-1～L.121-96 条） 

    第 2 節 不法な商慣行（L.122-1～L.122-15 条） 

   第 3 章 契約の一般的条件 

    第 1 節 手付金および前払金（L.131-1～L.131-3 条） 

    第 2 節 濫用条項（L.132-1） 

       第 3 節 契約の解釈および方式（L.133-2～L.133-2 条） 

    第 4 節 契約書の引渡し（L.134-1～L.134-2 条） 

    第 5 節 濫用条項に関する法の抵触（L.135-1 条） 
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    第 6 節 契約の更新（L.136-1 条） 

    第 7 節 時効（L.137-1～L.137-2 条） 

       第 8 節 海外県に関する諸規定（L.138-1 条） 

   第 4 章 公務員の権限および裁判上の訴権 

    第 1 節 公務員の権限および裁判上の訴権に関する特別規定（L.141-1～L.141-5

条） 

  第 2 編 商品ならびに役務の適合性および安全性 

   第 1 章 適合性 

    第 1 節 一般規定（L.211-1～L.211-22 条） 

    第 2 節 適合性の一般的義務（L.212-1 条） 

    第 3 節 不正行為および偽造（L.212-1～L.213-6 条） 

    第 4 節 実施手段（L.214-1～L.214-3 条） 

    第 5 節 調査権限（L.215-1～L.215-17 条） 

    第 6 節 共通規定（L.216-1～L.216-12 条） 

    第 7 節 特別規定（L.217-1～L.217-11 条） 

    第 8 節 警察行政処分（L.218-1～L.218-7） 

   第 2 章 安全性 

    第 1 節 予防（L.221-1～L.221-11 条） 

    第 2 節 適合性の評価基準（L.222-1～L.222-3 条） 

    第 5 節 諸規定（L.225-1 条） 

第 3編 借入 

   第 1 章 信用 

    第 1 節 消費信用（L.311-1～L.311-37 条） 

     第 2 節 不動産信用（L.312-1～L.312-36 条） 

      第 3 節 第 1節および第 2節の共通規定（L.313-1～L.313-17 条） 

      第 4 節 終身抵当貸（L.314-1～L.314-20 条） 

   第 2 章 仲介者の活動 

    第 1 節 債務者および借主の保護（L.321-1～L.321-2 条） 

    第 2 節 諸規定（L.322-1～L.322-5 条） 

   第 3 章 過剰債務状態の処理（L.330-1 条） 

    第 1 節 個人過剰債務委員会での手続（L.331-1～L.331-4 条） 

    第 2 節 過剰債務状態の処理における執行裁判官の権能（L.332-1～L.332-12 条）

    第 3 節 共通規定（L.333-1～L.333-8 条） 

    第 4 節 海外県に関する規定（L.334-1～L.334-12 条） 

   第 4 章 保証（L.341-1～L.341-6 条） 

第 5編 消費者団体 

   第 1 章 非営利団体 association の承認 

     第 1 節 非営利団体（L.411-1 条） 

  第 2 節 消費協同組合（L.412-1 条） 
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 第 2 章 団体訴権 

    第 1 節 消費者の集団的利益のために行使される訴権（L.421-1～L.421-9 条） 

    第 2 節 共同代表訴権（L.422-1～L.422-3 条） 

第 6編 諸機構 

   第 1 章 協議機関 

    第 1 節 国家消費会議（規定なし） 

    第 2 節 県消費委員会（規定なし） 

   第 2 章 行政連携機構 

    第 1 節 省庁間消費委員会（規定なし） 

    第 2 節 省庁間消費団体（規定なし） 

   第 3 章 国家消費機構 

  第 1 節 行政組織（L.531-1～L.531-4 条） 

  第 2 節 諮問機関（規定なし） 

    第 3 節 会計規定（規定なし） 

    第 4 節 国家消費機構下の委員会（L.534-1～L.534-10 条） 

   第 4 章 国家食糧会議 

    第 1 節 タイトルなし（L.541-1 条） 

    第 2 節 タイトルなし（規定なし） 

 第 5 章 分析方法統一全体委員会 

    第 1 節 タイトルなし（規定なし） 

    第 2 節 タイトルなし（規定なし） 

   第 6 章 試験研究所 

    第 1 節 使命（L.561-1 条） 

    第 2 節 活動（L.562-1 条） 

命令の部 

  第 1 編 消費者の情報と契約の締結 

   第 1 章 消費者の情報 

    第 1 節 一般的な情報義務（規定なし） 

    第 2 節 提示の方法および登録（R.112-1～R.112-31 条） 

    第 3 節 対価および売買の条件（R.113-1 条） 

    第 4 節 引渡期日に関する情報（R.114-1 条） 

    第 5 節 製品および役務の評価（R.115-1～R.115-3 条） 

   第 2 章 商慣行 

    第 1 節 規制された商慣行（R.121-1～R.121-21 条） 

    第 2 節 不法な商慣行（R.122-1 条） 

   第 3 章 契約の一般的条件 

    第 1 節 手付金および前払金（規定なし） 

    第 2 節 濫用条項（R.132-1～R.132-6 条） 

       第 3 節 契約の解釈および方式（規定なし） 
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    第 4 節 契約書の引渡し（R.134-1 条） 

    第 5 節 濫用条項に関する法の抵触（規定なし） 

   第 4 章 公務員の権限および裁判上の訴権 

    第 1 節 公務員の権限および裁判上の訴権に関する特別規定（R.141-1～R.141-5

条） 

    第 2 節 簡易民事手続（R.142-1～R.142-2 条） 

  第 2 編 商品ならびに役務の適合性および安全性 

   第 1 章 適合性 

    第 1 節 一般規定（R.211-1～R.211-5 条） 

    第 2 節 適合性の一般的義務（規定なし） 

    第 3 節 不正行為および偽造（規定なし） 

    第 4 節 実施手段（R.214-1～R.214-20 条） 

    第 5 節 調査権限（R.215-1～R.215-23 条） 

    第 6 節 共通規定（R.216-1～R.216-3 条） 

    第 7 節 特別規定（R.217-1 条） 

    第 8 節 警察行政処分（R.218-1 条） 

   第 2 章 安全性 

    第 2 節 授権及び公務員の権限（規定なし） 

    第 3 節 制裁（R.223-1～R.223-5 条） 

    第 4 節 消費者安全委員会（R.224-1～R.224-12 条） 

    第 5 節 諸規定（D.225-2 条） 

第 3編 借入 

 第 1 章 信用 

    第 1 節 消費信用（D.311-1～D.311-13 条） 

     第 2 節 不動産信用（R.312-1～R.312-4 条） 

      第 3 節 共通規定（R.313-1～D.313-9 条） 

      第 4 節 終身抵当貸（R.314-1～R.314-2 条） 

    第 5 節 海外県に関する規定（R.315-1 条） 

   第 2 章 仲介者の活動（規定なし） 

   第 3 章 過剰債務状態の処理 

    序節 過剰債務手続の機関（R.331-1～R.331-11-3 条） 

    第 1 節 過剰債務状態処理請求の受理可能性（R.331-10-R.331-12 条） 

    第 2 節 負債一覧表（R.332-1～R.332-5 条） 

    第 3 節 書類の指導（R.333-1～R.333-3 条） 

    第 4 節 処理の方法（R.334-1～R.334-77 条） 

    第 5 節 共通規定（R.335-1～R.335-4 条） 

    第 6 章 海外県に関する諸規定（R.336-1～R.336-8 条） 

   第 4 章 諸規定（R.333-5 条） 

第 5編 消費者団体 
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 第 1 章 非営利団体 association の承認 

     第 1 節 非営利団体（R.411-1～R.411-7 条） 

    第 2 節 消費協同組合（規定なし） 

   第 2 章 団体訴権 

    第 1 節 消費者の集団的利益のために行使される訴権（規定なし） 

    第 2 節 共同代表訴権（R.422-1～R.422-10 条） 

    第 3 章 非営利団体の特別推薦（R.431-1～R.431-3 条） 

第 6編 諸機構 

   第 1 章 協議機関 

    第 1 節 国家消費会議（D.511-1～D.511-17 条） 

 第 2 章 行政連携機構 

    第 1 節 省庁間消費委員会（D.521-1～D.521-2 条） 

    第 2 節 省庁間消費団体（D.522-1～D.522-4 条） 

   第 3 章 国家消費機構 

    第 1 節 組織および管理（R.531-1～R.531-10 条） 

    第 2 節 諮問機関（R.532-1 条） 

    第 3 節 資金および会計に関する諸規定（R.533-1～R.533-6 条） 

    第 4 節 国家消費機構下の委員会（R.534-1～R.534-17 条） 

   第 4 章 国家食糧会議（D.541-1～D.541-7 条） 

   第 6 章 試験研究所（規定なし） 

附則 

 

○ドイツ民法（消費者概念を含む条の見出し） 

第 1編 総則  

第 1 章 人  

第 1 節 自然人、消費者、事業者 

第 13 条 消費者 

第 14 条 事業者 

(店舗外で締結された契約における消費者保護に関する EC 指令、消費者信用

に関する EC 指令、消費者契約における不公正契約条項に関する EC 指令、一

時的居住権取得者の保護のための EC 指令、隔地的販売契約における消費者保

護のための EC 指令、消費用財動産売買および性質保証に関する EC 指令の国

内法化)  

第 2 編 債権 

 第 1 章 債務の内容 

  第 1 款 給付義務 

   第 241a 条 注文をしていない給付 

   （隔地的販売契約に関する EC 指令の国内法化） 

   第 286 条 債務者の遅滞 
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   第 288 条 遅延利率 

   （取引流通上の支払遅延禁圧に関する EC 指令の国内法化）  

第 2 章 普通取引約款による法律行為上の債権関係の形成 

   第 310 条 適用範囲 

(消費者契約における不公正契約条項に関する EC 指令の国内法化) 

第 2 款 特殊な販売契約 

(店舗外で締結された契約における消費者保護のための EC 指令、隔地的販売

契約における消費者保護のための EC 指令、電子取引指令の国内法化)  

第 312 条 訪問取引における撤回権 

    第 312a 条 他の規定との関係 

    第 312b 条 隔地的販売契約 

    第 312c 条 隔地的販売契約における消費者への教示 

    第 312d 条 隔地的販売契約における撤回権および返品権 

    第 312e 条 電子取引における義務 

    第 312f 条 解約および解約の代理権授与 

    第 312g 条 異なる合意 

第 3章 契約に基づく債務関係  

第 5 節 解除、消費者契約における撤回権および返品権 

   第 2 款 消費者契約における撤回権および返品権 

(店舗外で締結された契約における消費者保護のための EC 指令、一時的居

住権の取得者保護のための EC 指令、隔地的販売契約における消費者保護の

ための EC 指令の国内法化) 

    第 355 条 消費者契約における撤回権 

    第 356 条 消費者契約における返品権 

    第 357 条 撤回および返品の法的効果 

    第 358 条 結合された契約 

    第 360 条 撤回および返品の教示 

第 8章 個別の債務関係 

  第 1 節 売買、交換 

   第 3 款 消費用動産売買 

   (消費用動産売買および性質保証に関する EC 指令の国内法化) 

    第 474 条 消費財売買の概念 

    第 475 条 異なる合意 

    第 476 条 証明責任の転換 

    第 477 条 性質保証に関する特別規定 

    第 478 条 事業者に対する償還請求 

    第 479 条 償還請求権の消滅時効 

  第 2 節 一時的居住権契約 

   (不動産の一時的居住権取得者保護に関する EC 指令の国内法化)  
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    第 481 条 一時的居住権契約の概念 

    第 482 条 一時的居住権契約における目論見書義務 

    第 483 条 一時的居住権契約の契約および目論見書の言語 

    第 484 条 一時的居住権契約における書面方式 

    第 485 条 一時的居住権契約における撤回権 

    第 486 条 一時的居住権契約における頭金払い禁止( Anzahlungsverbot) 

    第 487 条 異なる合意 

第 3 節 事業者と消費者の間で締結された金銭消費貸借契約、金融支援、および

分割供給契約 

   (消費者信用に関する EC 指令の国内法化)  

   第 1 款 金銭消費貸借契約 

   第 1 目 総則 

    第 488 条 消費貸借契約において契約類型的に生ずる義務 

    第 489 条 借主の通常の解約告知権 

    第 490 条 特別の解約告知権 

   第 2 目 消費者消費貸借契約の特則 

    第 491 条 消費者消費貸借契約 

    第 491a 条 消費者消費貸借契約における契約締結上の情報提供義務 

    第 492 条 書面方式、契約内容 

    第 493 条 契約関係継続中の情報提供 

    第 494 条 方式欠缺の法的効果 

    第 495 条 撤回権 

    第 496 条 抗弁の放棄、手形・小切手の禁止 

    第 497 条 借主の遅滞 

    第 498 条 分割返済借入における期限の利益喪失 

         第 499 条 貸主の解約告知権、履行拒絶 

    第 500 条 借主の解約告知権、期限前返済 

    第 501 条 費用の減額 

    第 502 条 期限前返済に伴う損害賠償 

    第 503 条 不動産担保融資契約 

    第 504 条 許容された貸越し 

    第 505 条 追認された貸越し 

   第 2 款 事業者と消費者の間で締結された金融支援 

    第 506 条 支払猶予、その他の金融支援 

    第 507 条 割賦払取引 

    第 508 条 割賦払取引における返品権、解除 

   第 3 款 事業者と消費者の間で締結された分割供給契約 

    第 510 条 分割供給契約 

第 4款 強行法規性、開業者への適用 
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    第 511 条 異なる合意 

    第 512 条 開業者への適用 

    第 513 条ないし第 515 条 削除 

   

第 10 節 

   第 2 款 消費者消費貸借契約の仲介 

    第 655a 条 消費貸借仲介契約 

    第 655b 条 消費者徒の契約における書面方式 

    第 655c 条 報酬 

    第 655d 条 付随費用 

    第 655e 条 異なる合意、開業者への適用 

  第 11 節 懸賞広告 

    第 661a 条 懸賞の約束 

(隔地取引その他の消費者保護および単一通貨ユーロの導入

に関する法律により挿入)  

  第 12 節 委任、事務処理契約および決済サービス 

     (決済サービスに関する EC 指令の国内法化)  

第 3 款 決済サービス 

   第 1 目 総則 

    第 675e 条 異なる合意 

   第 3 目 決済サービスの実行および利用 

    第 2 Unterkapitel1 決済取引の執行 

第 675t 条 入金記帳日付および資金の利用可能性 

 

○オランダ民法（消費者概念を含む条の見出し） 

第 6編第 3章 不法行為 

 第 3a 節 不公正な取引慣行 

  第 6 編 193a 条～193j 条（不公正な取引慣行） 

第 7編第 1章 売買および交換 

 第 1 節 売買：総則 

第 7編 5条（消費者売買の定義） 

第 7編 6条（消費者売買の一般規定） 

第 7編 6a 条（消費者売買における品質保証） 

第 2節 売主の義務 

第 7編 11 条（消費者売買における危険の移転時期） 

第 7編 13 条（消費者売買における履行費用） 

第 7編 18 条（消費者売買における物の不適合性の意義） 

                                            
1「目」の下位概念を指す。以下同じ。  
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第 7編 19 条 2 項（強制競売等における物の不適合性） 

第 3節 売主の義務の不履行に関する特則 

第 7編 21 条 4 項～6項（消費者売買における物の不適合に対する救済手段） 

第 7編 22 条 1 項（消費者売買における物の不適合に対する救済手段） 

第 7編 23 条 1 項（消費者売買における物の不適合に関する買主の通知義務） 

第 7編 24 条 1 項（消費者売買における物の不適合に関する買主の損害賠償請求権）

 第 4節 買主の義務 

第 7編 26 条 2 項（消費者売買における買主の代金支払義務） 

第 7編 28 条（消費者売買における代金支払訴権の消滅時効） 

 第 6 節 解除の特則 

第 7編 35 条（消費者売買における売主の代金増額に対する買主の解除権） 

  第 9a 節 隔地者間売買 

第 7編 46a 条（隔地者間売買の意義） 

第 7A 編 5a 章 割賦売買 

第 7A 編 1576m 条 5 項（割賦販売における消費者である買主の権利） 

 
（注）以下においては，民法に消費者や事業者に関する特則を設けることの要否について

の今後の議論の参考に供するため，仮に特則を設けるとした場合に，具体的にどのよ

うな規定を設けることが考えられるかを見通しておくことを目的として，消費者契約

に関する特則，契約当事者の一方が事業者である場合の特則，事業者間契約に適用さ

れる特則のそれぞれについて，検討を進めることとする。 

 
２ 消費者契約の特則 

民法に消費者や事業者に関する特則を設けることを前提に，消費者契約（消

費者と事業者との間の契約）に適用される特則として，例えば，消費者契約を

不当条項規制の対象とし，消費者契約に適用される固有の不当条項リストを定

める規定，債権の消滅時効期間の合意による変更を認めない旨の規定，賃借人

が消費者である場合に，賃貸借終了時における原状回復義務の範囲に関する規

定を強行規定とする旨の規定，消費貸借における借主や寄託における寄託者が

消費者である場合に，事業者である契約の相手方に対して損害賠償義務を負う

場面を制限する規定などを設けるべきであるとの考え方が提示されているが，

どのように考えるか。  

 
（補足説明） 

１ 民法に消費者や事業者に関する特則を設けることを前提に，消費者契約（消費者

と事業者との間の契約）に適用される規定として，２以下に掲げる特則を設けるべ

きであるとの考え方が提示されている。 

２ 不当条項規制における消費者契約の特則 

  当事者間の交渉を通じた契約内容の合理性の担保が機能しない一定の契約を対象
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として，このような契約に含まれる不当な内容の条項の効力を否定する規定を設け

るべきではないかが議論されており，具体的な規制の内容として，「当該条項が存在

しない場合と比較して，条項使用者の相手方の利益を信義則に反する程度に害する

もの」を無効とする一般規定を設けるほか，これを具体化したリストを設けるべき

であるとの考え方が提示されている（部会資料１３－１，第 1（１頁以下））。 

  不当条項を規制すべき契約類型として，例えば約款が使用された契約が挙げられ

ているが，このほか，事業者と消費者との間には構造的な情報力及び交渉力の格差

が存在し，消費者は事業者との交渉を通じて契約内容の形成に実質的に関与するこ

とが困難であるとして，消費者契約についても不当条項規制の対象とすべきである

との考え方が提示されている。このような考え方から，不当条項のリスト化に当た

っても，約款及び消費者契約に共通の不当条項リストを作成するほか，消費者契約

固有の問題があるとして，消費者契約のみに適用される不当条項リストを作成すべ

きであるとの考え方が併せて提示されている。 

  このような考え方について，どのように考えるか。 

３ 一部無効に関する消費者契約の特則 

  法律行為に含まれる特定の条項の一部について無効原因がある場合に，当該条項

の残部の効力が維持されるか，当該条項全体が無効になるかが学説上議論されてい

るが，この点について，原則として残部の効力が維持されることを条文上明記すべ

きであるとの考え方が提示されている（部会資料１３－１，第２，２（１）（４頁））。 

  これに対し，消費者契約においては，契約内容を作成する事業者は，法令に抵触

してでも自己に有利な条項を定めておけば，少なくとも法令の制限の範囲内の利益

を確保することができることとなり，不当な条項の作成を助長する結果となりかね

ないことなどから，上記原則の例外として，特定の条項の一部について無効原因が

ある場合には，当該条項全体を無効とすべきであるとの考え方が提示されている。

このような考え方について，どのように考えるか。 

４ 合意による消滅時効期間等の変更に関する消費者契約の特則 

  債権の消滅時効に関して，当事者間の合意により法律の規定と異なる時効期間や

起算点を設定することができるかについては，学説上争いがあるが，この点につい

て，原則として合意による時効期間等の変更を認める旨の規定を設けるべきである

との考え方などが提示されている（部会資料１４－１，第２，２（５）（４頁））。 

これに対し，消費者契約については，事業者が優越的地位を行使して消費者に不

利な合意を強いる危惧が強いとして，時効期間等を合意によって変更することを認

めない旨の特則を設けるべきであるとの考え方が提示されているが，どのように考

えるか。 

５ 消費貸借に関する消費者契約の特則 

  消費貸借に関しては，これを諾成契約に改める考え方を前提とした上で，貸主が

事業者であり借主が消費者である場合には，利息の有無などを問わず，目的物が交

付されるまでは，借主は消費貸借を解除することができるとする考え方（部会資料

１６－１，第１，２（関連論点）１（１頁）），貸主が事業者であり借主が消費者で
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ある場合には，借主は貸主に生ずる損害を賠償することなく，返還時期の定めのあ

る利息付消費貸借に基づく債務の期限前弁済をすることが許されるとの特則を設け

るべきであるとの考え方（部会資料１６－１，第１，５（関連論点）（４頁）），消費

者契約についていわゆる抗弁の接続の規定を設けるべきであるとの考え方（部会資

料１６－１，第１，６（４頁））が提示されている。これらの考え方について，どの

ように考えるか。 

６ 賃貸借終了時の原状回復に関する消費者契約の特則 

  民法第６１６条において準用する同法第５９８条は，賃貸借が終了した場合には，

賃借人は借用物を原状に復して，これに附属させた物を収去することができると規

定している。この規律について，原状回復義務と収去権とを区別して規定を明確化

するなどとともに，原状回復義務の範囲について，賃借人が社会生活上通常の使用

をした場合に生ずる賃借物件の劣化や価値の減少（通常損耗）の回復が含まれない

ことを条文上明記すべきであるとの考え方が提示されている（部会資料１６－１，

第２，４（２）（１１頁））。この考え方を採るとしても，この旨の規定は原則として

任意規定であるところ，賃貸人が事業者であり賃借人が消費者である場合には，通

常損耗分も賃借人の負担とする特約を無効とする旨の明文規定を設けるべきである

との考え方も示されている（部会資料１６－２，第２，４（２）（６８頁））。このよ

うな考え方について，どのように考えるか。 

７ 寄託者の損害賠償責任に関する消費者契約の特則 

  民法第６６１条は，寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償し

なければならないと規定しつつ，寄託者が過失なくその性質又は瑕疵を知らなかっ

たときは，寄託者は損害賠償責任を負わないとしている。同条については，寄託者

に無過失責任を負わせる方向で見直すべきであるとの考え方が示されており，一つ

の考え方として，原則として寄託者は無過失責任を負うが，受寄者が事業者であり

寄託者が消費者である場合には，必ずしも寄託者が知識を有しているとは限らない

ため，寄託者に無過失責任を負わせるのは厳しすぎるとして，寄託者が自らの無過

失を立証した場合の免責を認める考え方が提示されている（部会資料１７－１，第

６，６（１）（２６頁））。このような考え方について，どのように考えるか。 

８ 契約解釈に関する消費者契約の特則 

  契約の解釈については，個別的な契約の解釈指針を法定することの当否が問題と

されているが，特に，約款に含まれる条項について，相手方は条項の内容形成に実

質的に関与することができないことや，自ら使用した契約条項の意味が不明瞭なこ

とに起因するリスクはその条項の使用者が負うべきであることから，条項使用者不

利の原則を法定すべきであるとの考え方が提示されている（部会資料１９－１，第

５，３（８頁））。これに加えて，事業者と消費者との構造的格差から，消費者が契

約内容の形成に実質的に関与することができないとして，消費者契約についても，

契約解釈に当たり，条項使用者不利の原則を採用すべきであるとの考え方が提示さ

れているが，どのように考えるか。 

９ 消費者売買の特則 
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  以上のほか，消費者と事業者間の売買契約においては，消費者である買主の権利

を制限したり消費者である売主の責任を加重する条項の効力に関する特則を設ける

という考え方が示されている。このような考え方を採用するかどうか，また，どの

ような特則を設けるかを検討するに当たっては，不当条項規制（部会資料第１３－

１，第１（１頁以下））の内容にも留意する必要があるとされる。 

 
３ 事業者に関する特則 

(1) 事業者間契約に関する特則 

 民法に消費者や事業者に関する特則を設けることを前提に，事業者と事業

者との間の契約に適用される特則として，債務不履行に基づく催告解除や定

期売買の解除の要件を一般原則に比べて緩和する旨の規定，事業者間の売買

において受領拒絶等があったときの売主の自助売却の要件を緩和し，一定の

場合に任意売却ができるものとする規定などを設けるべきであるとの考え方

が提示されているが，どのように考えるか。 

 
（参考・現行条文） 

○（供託） 

 民法第４９４条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができない

ときは、弁済をすることができる者（以下この目において「弁済者」という。）は、

債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者

が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。 

○（供託に適しない物等） 

 民法第４９７条 弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若

しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売

に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を

要するときも、同様とする。 

○（定期行為の履行遅滞による解除権） 

 民法第５４２条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の

期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合におい

て、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条

の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。 

○（売主による目的物の供託及び競売） 

 商法第５２４条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこ

れを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期

間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売

主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその

旨の通知を発しなければならない。 

  ２ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしな

いで競売に付することができる。 
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  ３ 前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価

を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当す

ることを妨げない。 

○（定期売買の履行遅滞による解除） 

 商法第５２５条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、

特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが

できない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したとき

は、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたもの

とみなす。 

 

（補足説明） 

１ 民法に消費者や事業者に関する特則を設けることを前提に，事業者間の契約に

適用される規定として，２以下に掲げる特則を設けるべきであるとの考え方が提

示されている。 

２ 解除権の発生要件に関する事業者間契約の特則 

   民法第５４１条の催告解除は，判例上，必ずしも全ての債務不履行に基づいて

認められるわけではないこと等を指摘して，同条による解除が認められる場面を

適切に規律するため，例えば「重大な不履行（義務違反）」等の要件を設けるべき

であるという考え方が提示されている（部会資料５－１，第３，２（１）（１１頁））。

このような考え方を前提に，事業者間の契約については，解除権の発生要件の立

証責任に関する一般原則を修正する考え方が提示されている。例えば，一般原則

では，催告に応じないことが重大な不履行に該当する場合に債権者は契約を解除

することができるとする一方で，事業者間契約の解除については，催告に応じな

ければ原則として契約を解除することができ，重大な契約違反に該当しないこと

を債務者が立証した場合に限り，解除が否定されるとの考え方が提示されている。

このような考え方について，どのように考えるか。 

３ 事業者間の売買契約に関する特則 

(1) 民法第５４２条は，定期行為の履行遅滞があった場合には，履行の催告をし

ないで解除することができると規定している。この特則として，商法第５２５

条は，商人間の定期売買について，直ちに履行請求がされた場合を除いて，契

約を解除したものとみなしているが，これは，解除を相手方の意思表示にかか

らせると，当事者の一方，特に売主は，履行と解除の両様の準備を整えなけれ

ばならないという不安定な状態に置かれること，相手方が他方当事者の危険に

おいて不当な投機をする危険があることによるとされている。 

  これに対し，商法第５２５条の趣旨は商人にのみ妥当するものではないとし

て適用対象を事業者間の定期売買に拡大するとともに，同条によれば，履行遅

滞をされた相手方が直ちに履行請求するか解除するかの意思決定を強いられる

一方，履行遅滞をした者が債務を免れることによってかえって利益を受ける可

能性があるとして，その内容にも修正を加える考え方が提示されている。すな
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わち，事業者間の定期売買について，履行を遅滞した当事者は，相手方が履行

の請求と解除のいずれを選択するかの確答を催告し，確答がなかった場合には

契約が解除されたものとみなす旨の規定を設けるべきであるとの考え方が提示

されているが，どのように考えるか。 

(2) 商法第５２４条は，商人間の売買における買主の受領拒絶又は受領不能の場

合における供託権，自助売却権について規定している。これは，民法第４９４

条以下の規定と比較し，供託した旨の通知が発信主義とされている点，自助売

却の要件としての目的物の性質に関する制限が排除され，裁判所の許可が不要

である点，競売の代価の全部又は一部を代金に充当することができる点などで

異なっている。 

  商法第５２４条の自助売却については，従来から，競売によることが要求さ

れるため任意処分ができず，売主の立場からすれば機動性を欠いているとの指

摘があった。 

これに対し，商法第５２４条の趣旨は商人間の売買にのみ妥当するものでは

ないとしてその適用対象を事業者間の売買に拡大するとともに，目的物に市場

の相場がある場合には，任意売却を認めても大きな問題を生じないことを理由

に，競売に代えて任意売却をすることができるという修正を加えるべきである

との考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

 
(2) 契約当事者の一方が事業者である場合の特則 

契約の一方当事者が事業者である場合を対象として，他方当事者が消費者

であるか事業者であるかを問わずに適用される特則を民法に設けるものとす

る考え方が提示されている。具体的には，事業者が債権者であるときの債務

の履行場所について特則を設けること，事業者の行為について申込みの推定

規定を設けるほか，事業者が申込みとともに受領した物品の保管義務を課す

る規定，契約当事者である事業者に目的物の検査義務を課し，瑕疵を知り又

は知ることができた時から合理的な期間内に相手方に通知しなかった場合に

はこれに基づく救済を受けられないとする規定，受任者等の役務提供者の注

意義務は無償であっても軽減されないとする規定，宿泊事業者が宿泊客の物

品についての特別の責任を負う旨の規定を設けるべきであるとする。 

 このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参考・現行条文） 

○（弁済の場所） 

 民法第４８４条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物

の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債

権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 

○（契約の申込みを受けた者の物品保管義務） 

 商法第５１０条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合におい
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て、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶した

ときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。

ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその

保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 

○（債務の履行の場所） 

 商法第５１６条 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質

又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為

の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の

営業所（営業所がない場合にあっては、その住所）において、それぞれしなけ

ればならない。 

  ２ 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所（営業所がない場

合にあっては、その住所）においてしなければならない。 

○（買主による目的物の検査及び通知） 

 商法第５２６条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したと

きは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 

  ２ 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の

目的物に瑕
か
疵
し
があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直

ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理

由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができな

い。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、

買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。 

  ３ 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、

適用しない。 

○商法第５９４条① 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客

ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証

明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 

  ② 客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其

使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責

ニ任ス 

  ③ 客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前

二項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス 

○商法第５９５条 貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ客カ其種類及ヒ価額ヲ明告

シテ之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ其場屋ノ主人ハ其物品ノ滅

失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス 

○商法第５９６条 前二条ノ責任ハ場屋ノ主人カ寄託物ヲ返還シ又ハ客カ携帯品ヲ持

去リタル後一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 

  ② 前項ノ期間ハ物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ之ヲ

起算ス 
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  ③ 前二項ノ規定ハ場屋ノ主人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 

 
（補足説明） 

１ 民法に消費者や事業者に関する特則を設けることを前提に，契約の一方当事者

が事業者である場合に，他方当事者が消費者であるか事業者であるかを問わずに

適用される規定として，２以下に掲げる特則を設けるべきであるとの考え方が提

示されている。 

２ 履行の場所に関する事業者の特則 

  商法第５１６条は，商行為の債務の履行をすべき場所が当該商行為の性質や当

事者の意思によって定まらないときは，特定物の引渡し以外の債務の履行は債権

者の現在の営業所（営業所がないときは現在の住所）においてすべきことを規定

している。このような規律は，債権者が事業者である場合一般に妥当するとして，

特定物の引渡し以外の債務の履行は，債権者の現在の事務所（事務所がないとき

は現在の住所）においてすべきであるとの考え方が提示されている。このような

考え方について，どのように考えるか。 

３ 申込みに関する事業者の特則 

  民法には申込みや承諾の定義規定が設けられていないため，申込み及び承諾の

意義を条文上明確にすることの当否が問題とされているが，特に申込みについて

は，申込みの誘引との区別が不明確であるなどの問題が指摘されており，一定の

場合については申込みがあったものと推定する旨の規定を設けることが提案され

ている（部会資料１１－１，第３，２（関連論点）１（４頁））。このような推定

規定の一つとして，事業者が，その事業の範囲内で，不特定の者に対して契約の

内容となるべき事項を提示した場合において，提示された事項によって契約内容

を確定することができるときは，その提示を申込みと推定するとの考え方がある

が，どのように考えるか。 

  また，商法第５１０条は，商人がその営業の部類に属する契約の申込みととも

に受け取った物品があるときはその物品を保管しなければならないと規定してい

るが，この趣旨は事業者がその事業の範囲内で契約の申込みを受けた場合一般に

も妥当するとして，この場合について商法第５１０条と同様の規律を設けるべき

であるとの考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

４ 事業者買主等の検査・通知義務 

(1) 商法第５２６条は，商人間の売買における買主は，目的物の受領後遅滞なくそ

の物を検査する義務を負うとともに，瑕疵又は数量不足を発見したときは直ち

にその旨を通知する義務を負い，通知義務を怠ったときはこれを理由とする救

済を受けられないと規定している。この規定の合理性は，買主に営利性がある

かどうかではなく，取引社会で要請される専門性や迅速性に対応する能力を備

えていることによって支えられているから，事業者である買主がその事業の範

囲内で行った売買契約一般にも妥当するとして，このような売買契約の買主は，
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目的物の受領から相当な期間内に瑕疵の有無について検査しなければならない

ものとすべきであるとの考え方が示されている。 

  また，売買の目的物に瑕疵があった場合の一般的な規律として，買主は目的

物に瑕疵があることを知った時から契約の性質に従い合理的な期間内に売主に

通知する義務を負うものとし，これを怠った場合には瑕疵に基づく救済を受け

られないとする考え方が示されている（部会資料１５－１，第２，２（６）（５

頁））が，買主が事業者である場合は，上記の検査義務を前提に，瑕疵を通知す

べき期間を，瑕疵を知った時からではなく，瑕疵を発見し又は発見すべきであ

った時から起算し，かつ，通知すべき期間は商法第５２６条第２項の「直ちに」

を「遅滞なく」と改めるべきであるとの考え方が提示されている。 

  これらの考え方について，どのように考えるか。 

(2) 請負契約についても，売買契約と同様に，注文者が事業者であるときは，仕事

の目的物を受領する際に，相当の期間内に目的物が契約内容に適合することを

確認，検査する義務を課し，このような義務を前提として，注文者が瑕疵を知

った時ではなく，瑕疵を知り又は知ることができた時から当該契約の性質に応

じて合理的な期間内にその旨を請負人に通知しなかった場合には，瑕疵に基づ

く損害賠償等を請求することができないとする考え方が提示されている。この

ような考え方について，どのように考えるか。 

(3) 賃貸借の目的物の用法違反に基づく損害賠償等について，特段の用法違反なく

賃借物を返還したと信じている賃借人を保護するため，賃貸人が目的物の損傷

を知った時から契約の性質に従い合理的な期間内にその旨を賃借人に通知する

義務を課し，これを怠った場合には損害賠償等の請求をすることができないも

のとすべきであるとの考え方が提示されている（部会資料１６－１，第２，４

（３）ア（１２頁））が，賃貸人が事業者である場合には，瑕疵を通知すべき期

間を，目的物の損傷を知った時からではなく，目的物に損傷があることを知り

又は知ることができた時から起算すべきであるとの考え方が提示されている。

このような考え方について，どのように考えるか。 

(4) 寄託契約について，返還された寄託物に損傷又は一部滅失があることを寄託者

が知った場合には，当該契約の性質に応じて合理的な期間内にその旨を受記者

に通知しなければ，寄託者は損害賠償請求権を行使することができないとする

考え方が提示されている（部会資料１７－１，第６，７（２６頁））が，寄託者

が事業者である場合には，瑕疵を通知すべき期間を，損傷又は一部滅失がある

ことを知った時からではなく，それを知り又は知ることができた時から起算す

べきであるとの考え方が提示されている。このような考え方について，どのよ

うに考えるか。 

５ 役務提供者が事業者であるときの基本的義務の内容 

  役務提供型契約の受皿規定を設けるとの考え方を採る場合に，役務提供者が目

的又は結果を実現する合意がない場合の役務提供者の基本的な義務として，契約

の目的又は結果の実現に向けて善良な役務提供者に通常期待される注意義務を負
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うものとすべきであるとの考え方が提示されている（部会資料１７－１，第４，

２（頁））。このような考え方から，役務提供契約が無償である場合には役務提供

者の注意義務は軽減されるとしつつ（部会資料１７－２，第４，２（５８頁）），

事業者がその事業の範囲内で役務提供を行う場合には，無償であっても，原則に

従い善良な役務提供者に通常期待される注意義務を負うとの考え方が併せて示さ

れている。このような考え方について，どのように考えるか。 

６ 宿泊事業者の責任 

  商法第５９４条以下の規定は，場屋営業者の責任として，客から寄託を受けた

物品の滅失又は毀損については不可抗力を証明しない限り責任を負うこと（厳格

責任），客から寄託を受けなかった物品の滅失又は毀損については過失責任を負う

ことなどを規定している。 

  これらの規定について，諸外国では民法の中に宿泊営業者の寄託責任について

規律を設ける例が多いことなども考慮し，その内容に一定の修正を加えた上で適

用対象を宿泊事業者に限定した規定を民法に置くべきであるとの考え方が提示さ

れている。具体的には，宿泊事業者が宿泊客から寄託を受けた物品については，

厳格責任を負うという商法第５９４条第１項と同様の規律を設けるほか，高価品

について損害賠償額を制限するには宿泊事業者が価額の明告を求めたことが必要

であること，正当な理由なく保管の引受けを拒絶した物品についても寄託を受け

た物品と同様の厳格責任を負うことなどを規定すべきであるとの考え方が提示さ

れている。また，寄託を受けなかった物品については，賠償額を制限しつつ厳格

責任を負うとする案や，現行法の規律と同様に過失責任とする案などが示されて

いる。 

  これらの考え方について，どのように考えるか。 

 

(3) 事業者が行う一定の事業について適用される特則 

 営利を目的としないため商法の適用がないとされている主体にも，実質的

には商人と同様の事業を行うものがあり，商法の規定の中にはこれらの主体

に適用するのが合理的であると考えられる規定があると言われている。他方，

これらの規定の中には事業者が行う事業一般に適用するのでは適用対象が広

すぎると考えられるものもある。そこで，反復継続する事業であって，収支

が相償うことを目的として行われているものを指す「経済事業」という概念

を設け，これによって事業者に適用される規定の適用範囲を画する考え方が

提示されている。具体的には，一定の場面で事業者が経済事業の範囲内で債

務を負担したときは原則として債権者に対して連帯して債務を負担するとす

る規定，事業者が経済事業の範囲内で受任者等になった場合には有償が原則

であるとする規定，事業者が経済事業の範囲内で受寄者となった場合は無償

であっても注意義務が軽減されないとする規定などを設けるべきであるとの

考え方が提示されているが，どのように考えるか。 
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（参考・現行条文） 

○（特定物の引渡しの場合の注意義務） 

 民法第４００条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡

しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

○（無償受寄者の注意義務） 

 民法第６５９条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意

をもって、寄託物を保管する義務を負う。 

 

○（多数当事者間の債務の連帯） 

 商法第５１１条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって

債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。 

  ２ 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたも

のであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各

別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯し

て負担する。 

○（報酬請求権） 

 商法第５１２条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたとき

は、相当な報酬を請求することができる。 

○（利息請求権） 

 商法第５１３条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息

（次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。）を請求することができる。 

  ２ 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、

その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 

○（売主による目的物の供託及び競売） 

 商法第５２４条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこ

れを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期

間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売

主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその

旨の通知を発しなければならない。 

  ２ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしな

いで競売に付することができる。 

  ３ 前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価

を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当す

ることを妨げない。 

○（定期売買の履行遅滞による解除） 

 商法第５２５条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、

特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達すること

ができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過した

ときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をし
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たものとみなす。 

○商法第５９３条 商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサ

ルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス 

 
（補足説明） 

１ 商人概念は営利性を本質としているため，明確に営利性がある主体以外に商法

の規定を適用することは困難であるとされている。また，弁護士など専門的職業

活動を行う者にも商法の規定は適用されないとされてきた。しかし，営利性を目

的としているのではないが実質的に商人と同様の事業を行っている主体も存在す

るほか，弁護士などの専門的職業活動を行う者も，一般的には有償の事業活動を

行うものと見ることができると言われている。また，商法の規定の中には，例え

ば報酬請求権に関する同法第５１２条など，必ずしも営利を目的とするとはいえ

ない者にも適用するのが合理的であると考えられるものが存在すると指摘されて

いる。 

  一方，これらの規定は，民法に事業者という概念を設け，これに関する特則を

規定することとしたとしても，事業者一般に適用するのでは，その適用の対象が

広すぎると考えられる。 

  そこで，事業者の行為のうち一定のものに限って適用する必要がある場合にそ

の適用範囲を限定する概念として，「経済事業」という概念を設ける考え方が提示

されている。これは，反復継続する事業であって，積極的に経済的利益を上げる

ことまでは目指さなくとも，少なくとも収支が相償うことを目的として行われて

いるものを「経済事業」と称し，事業者が行う「経済事業」について２以下に掲

げる特則を適用すべきであるとの考え方である。このような考え方について，ど

のように考えるか。 

２ 債務の連帯に関する経済事業の特則 

(1) 商法第５１１条第１項は，数人の者がその１人又は全員のために商行為とな

る行為によって債務を負担したときは，その債務は連帯債務になることを規定

する。この適用対象を限定し，組合員の全員が事業者であって，それらの共同

事業として組合の事業が行われる場合には，組合員は債務者に対して連帯債務

を負う旨の規定を設けるべきであるとの考え方が示されている（部会資料１８

－１，第１，３（補足説明）４（１２頁））が，どのように考えるか。 

  なお，同項については，取引の安全を図る必要性は商取引のみならず民事取

引一般に妥当するとして，数人が一個の行為によって債務を負担した場合には

広く連帯債務の成立を認めるべきであるとの考え方も示されている（部会資料

８－１，第１，２（２）ア（関連論点）（２頁以下））。 

(2) 民法上，保証は連帯保証でない通常の保証が原則であるが，商法第５１１条

第２項は，この特則として，債務が主たる債務者の商行為によって生じたとき

又は保証が商行為であるときは，保証人は債権者に対して連帯して債務を負担

すると規定している。同条にいう「保証が商行為であるとき」は，保証人にと
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って商行為である場合だけではなく，債権者にとって商行為性がある場合を含

むというのが判例（大判昭和１４年１２月２７日民集１８巻１６８１頁）であ

るが，商人でない者が明確な意識のないまま連帯保証債務を負うのは妥当でな

いとして，学説上は，同条の適用範囲を保証人にとって商行為である場合に限

定する見解が支配的である。 

   そこで，同条の適用対象を拡大しつつ，学説の指摘を踏まえて修正を加え，

事業者がその経済事業の範囲内で保証をしたときについては連帯保証とすると

の考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

３ 委任等の有償性に関する経済事業の特則 

(1) 民法上，委任は無償が原則であるとされ，委任契約に関する規定が準用され

る寄託契約も無償が原則であるとされている。これに対し，商法第５１２条は，

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは，相当な報酬

を請求することができると規定している。 

  同条の適用範囲を拡大し，事業者が経済事業の範囲内において相手方のため

に役務を提供することを約したときは，有償性が推定され，相手方は役務に対

して相当な報酬を支払うことを約したことが推定されるという規定を設けるべ

きであるとの考え方が提示されている。このような規定は，委任及び寄託のほ

か，役務提供型契約の受皿規定を設けることとする場合には，これについても

適用されることが想定されている。 

  なお，委任については，無償性の原則を見直すべきであるとの考え方が提示

されているが（部会資料１７－１，第３，１（関連論点）２（８頁）），このよ

うな考え方が採用されるとしても，報酬支払の合意は受任者が立証しなければ

ならないところ，事業者が経済事業の範囲内で役務を提供する場合には報酬支

払の合意が推定される点で，特則としての性質が失われるわけではない。 

  このような考え方について，どのように考えるか。 

(2) 民法上，消費貸借は無利息が原則であるとされ，この原則を条文上明示すべ

きであるとの考え方も示されている（部会資料１６－１，第１，３（３頁））。

これに対し，商法第５１３条は，商人間において金銭の消費貸借をしたときは，

貸主は法定利息を請求することができるとしている。 

  同条の適用範囲を拡大し，事業者間において，貸主の経済事業の範囲内で金

銭の消費貸借がされた場合には，民法の無利息消費貸借の原則に対する特則と

して，特段の合意がない限り利息を支払わなければならない旨の規定を設ける

べきであるとの考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

４ 受寄者の保管に関する注意義務の特則 

  民法第６５９条は，無償寄託の受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意義

務をもって寄託物を保管する義務を負うと規定している。他方，有償寄託の受寄

者の注意義務について定めた規定はないが，同法第４００条の規定から，善管注

意義務を負うとされている。これらの民法上の原則に対し，商法第５９３条は，

商人である受寄者は無償寄託の受寄者も含めて善管注意義務を負うと規定してい
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る。 

  この商法第５９３条の適用対象を拡大し，事業者がその経済事業の範囲内にお

いて寄託を受けたときには受寄者は善管注意義務を負うとすべきであるとの考え

方が提示されているが，どのように考えるか。 

 

 
第２ 規定の配置 

   全５編という民法典の編の構成は維持することを前提とした上で，民法のう

ち債権関係の規定の見直しに伴い，これらの規定の配置についても見直すべき

であるという考え方がある。 

   具体的な提案としては，これまでの個別論点の検討において議論されたもの

のほか， 

① 第１編第５章（法律行為）の規定を，第３編債権に置くべきであるという

考え方 

② 第１編第７章（時効）の規定のうち債権の消滅時効に関するものを，第３

編債権に置くべきであるという考え方 

③ 第３編債権のうち第１章の債権総則と第２章第１節の契約総則の各規定を，

契約に関する規定をまとめるという観点から統合して再編するという考え方 

④ 第３編第１章第１節（債権の目的）の規定を，この編の冒頭に一括して配

置する必要はなく，適切な場所に配置し直すべきであるという考え方 

⑤ 第３編第２章第２節以下に規定された典型契約の配列について，同種の契

約類型内においては有償契約を先に規定すべきであるという考え方 

などが示されているが，どのように考えるか。 

また，これらの点も含めて，民法のうち債権関係の規定の配置について，留

意すべき点はあるか。 

 
（参照・民法の目次(抄））   

第一編 総則 

 第一章 通則 

 第二章 人 

 第三章 法人 

 第四章 物 

 第五章 法律行為 

  第一節 総則 

  第二節 意思表示 

  第三節 代理 

  第四節 無効及び取消し 

  第五節 条件及び期限 

第一款 債務不履行の責任等

第二款 債権者代位権及び

詐害行為取消権 

 第三節 多数当事者の債権及

び債務 

  第一款 総則 

  第二款 不可分債権及び不

可分債務 

  第三款 連帯債務 

  第四款 保証債務 

 第四節 債権の譲渡 

   第三款 契約の解除 

  第二節 贈与 

  第三節 売買 

  第四節 交換 

  第五節 消費貸借 

  第六節 使用貸借 

  第七節 賃貸借 

  第八節 雇用 

  第九節 請負 

  第十節 委任 

  第十一節 寄託 
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 第六章 期間の計算 

 第七章 時効 

  第一節 総則 

  第二節 取得時効 

  第三節 消滅時効 

第二編 物権 

第三編 債権 

 第一章 総則 

  第一節 債権の目的 

  第二節 債権の効力  

 第五節 債権の消滅 

  第一款 弁済 

  第二款 相殺 

  第三款 更改 

  第四款 免除 

  第五款 混同 

第二章 契約 

 第一節 総則 

  第一款 契約の成立 

  第二款 契約の効力  

  第十二節 組合 

  第十三節 終身定期金 

  第十四節 和解 

 第三章 事務管理 

 第四章 不当利得 

 第五章 不法行為 

第四編 親族 

第五編 相続 

 

（補足説明） 

今回の民法（債権関係）の見直しにおいては，第２編物権，第４編親族及び第５編

相続は，基本的に検討の対象外である。 

しかし，民法のうち債権関係の規定の見直しに伴って，これらの規定の配置を再検

討するかどうかは，問題となり得る。規定の配置については，これまでの債権関係の

規定に関する個別論点の検討において，既に議論されたものも少なくない。例えば，

第３編第１章第２節（債権の効力）に置かれている履行の強制の規定（民法第４１４

条）については，物権的請求権の実現方法等にも共通する規範であるため，第１編総

則に配置することが望ましいという問題意識が示され，また，第３編第２章第３節（売

買）に置かれている売買の一方の予約の規定（同法第５５６条）等については，有償

契約の総則規定としての性質を有するため，その性質にふさわしい場所に配置すべき

であるといった問題意識が示されるなどしている。 

規定の配置については，これまでの会議で議論された問題点のほか，例えば，次の

①から⑤までのような問題意識が示されている。このうち，①から③までの問題意識

は，契約に関する規定が様々な箇所に分断して配置されている民法典の編成を改めて，

契約に関する規定群を可能な限りひとまとめにすることで，契約に関する規定の一覧

性を高めるべきではないかという共通の問題意識に基づくものとされている。 

  ① 法律行為（第１編第５章） 

    民法第１編第５章の法律行為に関する規定（心裡留保，虚偽表示，錯誤，詐欺，

強迫，代理等）については，現在の民法と同様，第１編総則に配置すべきであると

いう考え方が示されている（参考資料１［検討委員会試案］・１５頁，参考資料２［研

究会試案］）。法律行為は契約のみならず単独行為なども含む概念であること，法律

行為に関する規定の適用対象が第３編債権に限られないことなどを理由とするもの

である。 

    これに対して，法律行為に関する規定を第３編債権に置くべきであるという考え

方も示されている（参考資料１［検討委員会試案］・１５頁）。法律行為に関する規

定は，主に契約を想定したものであるため，契約に即して規定する方が，契約に関

する規定の全体像の一覧性が高まり，法律行為に関する規定も理解しやすくなるこ
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となどを理由とするものである。 

もっとも，この考え方に基づき，法律行為に関する規定を具体的にどのように配

置するかについては，様々な考え方があり得る。例えば，ａ）法律行為に関する規

定を契約に関する規定に組み換えた上で債権編のみに置く，ｂ）法律行為に関する

規定のまま債権編のみに置く，ｃ）法律行為に関する原則的な規定を総則編に置き，

実体的な規定を債権編に置く，ｄ）法律行為一般を対象とする規定を総則編に置き，

契約を対象とする規定を債権編に置く，ｅ）法律行為に関する規定を総則編に置く

と共に，債権編にも重ねて置くといった可能性が示されている。 

ａ）の方法は，フランス，スペイン，スイス，イタリア等が採る方法に近く，近

時，日本が法整備支援を行ったカンボジアでもこの方法が採用されたと指摘されて

いる。これに対しては，法律行為という概念が，意思表示を構成要素とする行為を

基軸として法の世界を把握するための原理的概念であり，契約だけでなく単独行為

等も併せて論ずることを可能にする有用なものであるとして，仮に契約に即して規

定する場合でも，法律行為概念を維持する工夫が必要であるとの指摘もされている。

ｂ）の方法は，パンデクテン方式の体系性に過度に執着する必要はないと考えるも

のであるが，体系的な明確性を重視する観点からの批判もあり得る。ｃ）の方法は，

平成１８年に第１編第３章（法人）が抜本的に改正され，法人に関する原理的な規

定のみが民法第１編総則に置かれ，その他の規定が一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律に置かれたことを参考にするものであり，現在の総則編の構成を維持

し，法律行為という有用な概念を明示することができる利点があるとの指摘がされ

ている。ｄ）の方法は，詐欺・強迫に関する規定を財産法総則に置き，錯誤に関す

る規定を債務法総則中の契約総則に置いているオランダ民法を参考にするものであ

り，錯誤を契約関係の中で捉える理解からは理論的に整合的とされるが，規定の一

覧性が損なわれるとの指摘がされている。ｅ）の方法は，例えば，公序良俗に関す

る規定を総則編に置くとともに，債権編にこれを具体化した規定を置くことなどが

考えられるとしている。 

  ② 債権の消滅時効（第１編第７章第１節及び第３節） 

    第１編第７章第１節の時効総則の規定及び同章第３節消滅時効の規定のうち，債

権の消滅時効に関するものについては，これらが債権の消滅（第３編第１章第５節）

に関する重要な規定であることなどから，第３編債権に置くべきであるという考え

方が示されている（参考資料１［検討委員会試案］・１４頁）。この立場からは，民

法が第１編総則に取得時効と消滅時効（特に債権の消滅時効）を併せて規定し，そ

の共通規定を同編第７章第１節（総則）に括りだしている点に対して，所有権の取

得と債権の消滅という異質な制度をあえて共通に規定することで，それぞれの特性

を理解しにくくしているとか，時効総則に規定された中断事由（民法第１４７条以

下）の中には専ら債権の消滅時効に適用される規定が置かれている一方で，同法第

１６４条のように取得時効固有の中断事由は同章第２節（取得時効）に規定されて

いるなど，時効に関する規定のパンデクテン方式による配置は必ずしも成功してい

ないなどといった指摘がされている。また，比較法的にも取得時効と消滅時効を分
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けて規定する立法例が多く，これまで日本と同様に取得時効と消滅時効を併せて規

定していたフランスにおいても，近時の改正によりこれを別々の章に規定したとの

指摘もされている。この考え方からは，さらに，取得時効に関する規定及び債権以

外の財産権の消滅時効に関する規定は，物権との関連性が強いため，これらを第２

編物権に置くことを併せて提案するものもある。また，債権の消滅時効の効果につ

いて，権利が消滅するという構成ではなく履行拒絶権という構成を採用する場合（部

会資料１４－１第２，４(1)参照）には，債権の消滅時効の独自性が高まり，これを

債権以外の財産権の消滅時効と一体のものとして規定する意義は乏しくなるとの指

摘もされている。 

    これに対し，債権の消滅時効に関する規定のみを第１編総則から分離することは

望ましくなく，債権以外の財産権の消滅時効に関する規定と共に第１編総則に存置

すべきであるという考え方も示されており，立法提案としても，現在の民法と同様，

時効に関する規定を一括して第１編総則に置くべきである考え方が示されている

（参考資料２［研究会試案］）。 

  ③ 債権総則（第３編第１章）と契約総則（同編第２章第１節）の関係 

    債権総則（第３編第１章）の規定と契約総則（同編第２章第１節）の規定の関係

については，契約に関する規定群を一つにまとめて一覧性を高めるという観点から，

これらを統合して再編すべきであるという考え方が示されている（参考資料１［検

討委員会試案］・１５頁）。この考え方は，民法が契約に関する規定を，契約各則（同

章第２節以下），契約総則（同章第１節），債権総則（同編第１章），総則編（第１編）

の４か所に分けて配置しているため，実質的な意味での契約法の一覧性が大きく阻

害されているとして，国民の日常生活や経済活動に関わりの深い契約に関する規定

を可能な限り１か所に集中させるべきであるとする。この考え方からは，債権総則

の規定は法定債権（第３編第３章から第５章まで）にも適用されるため，債権総則

と契約総則を統合するに当たっては，統合した規定のうち必要なものが法定債権に

も適用ないし準用されることに配慮して規定する必要があるとの指摘もされている。 

    これに対して，債権総則と契約総則を区分する現在の構成を維持すべきであると

いう考え方も示されている（参考資料２［研究会試案］）。契約債権と法定債権の両

者に等しく適用される規定群としての債権総則の意義や，パンデクテン体系を維持

することの利点等を重視する考え方と見られる。 

  ④ 債権の目的（第３編第１章第１節） 

    第３編第１章第１節の節名である「債権の目的」とは，一般に，債権の内容を意

味するものとされている。しかし，同節に置かれた規定は，主として物の給付を内

容とする債務を想定したものであって，総則的な規定として不十分であり，結局，「債

権の目的」の規定は，沿革的な経緯からひとまとめにされた補充規定にすぎないと

指摘されている。 

    そこで，同節に置かれた規定については，これを債権編の冒頭に一括して置く必

要はなく，個々の規定の要否・内容を検討して，適切な場所に配置し直すべきであ

るという考え方が示されている（参考資料１［検討委員会試案］・１２５頁）。この
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考え方は，具体的な配置案としては，同節の規定中なお存置すべきものの多くを「契

約に基づく債権の種類」という款にまとめ，「契約の内容」という節の中に置くこと

を提示している。 

また，別の立法提案でも，上記と同様に，これらの規定を債権編の冒頭に置くの

は適切でないとして，債権総則中に「債権の種類」という節を設け，債務不履行に

よる損害賠償等の規定を含む「通則」の次に配置するという考え方が示されている

（参考資料２［研究会試案］・１６３頁）。 

  ⑤ 典型契約（第３編第２章第２節以下） 

    民法は，典型契約の配列について，財産権移転型契約（贈与，売買，交換），貸借

型契約（消費貸借，使用貸借，賃貸借）等，同種の契約類型をまとめた上で，その

契約類型内では無償契約を有償契約より先に規定しているが，このような同種の契

約類型内の配列については，有償契約を先に規定すべきであるという考え方が示さ

れている（参考資料１［検討委員会試案］・２６６頁以下，参考資料２［研究会試案］・

１９７頁以下）。現代の取引社会において果たす役割は，無償契約よりも有償契約の

方が大きいにもかかわらず，民法では，賃貸借において使用貸借の規定を準用する

同法第６１６条のように，先に規定される無償契約の規定を有償契約において準用

するなど，有償契約の規律の一覧性が阻害されているとするものである。 

    典型契約については，ほかにも，同種の契約類型毎に「所有権移転契約」，「物の

利用契約」等の表題を付けて階層化を図るべきであるとする考え方（参考資料２［研

究会試案］・１９７頁等）が示されている。また，役務提供型契約（雇用，請負，委

任，寄託）の配列に関して，雇用は，使用従属性を前提としない労務供給契約の一

般規範としての性格を有するという起草当時の想定と異なり，現在では使用従属性

の要素が取り込まれて理解されている上，労働契約法等の整備により，雇用に関す

る規定の適用場面が限られてきているなどとして，これを役務提供型契約の最後に

配置するという考え方も示されている（参考資料１［検討委員会試案］・３８９頁）。

なお，役務提供型契約に関しては，部会資料１７－１（後注・関連論点）（３１頁）

記載のとおり，各種の役務提供型契約に共通する規定を括り出し，これらの規定群

を，各種の役務提供型契約に適用される総則的規定であるとともに，各種の役務提

供型契約に該当しない役務提供型契約に直接適用される規定としてひとまとまりに

して，各種典型契約の冒頭に配置すべきであるという考え方も示されている（参考

資料１［検討委員会試案］・３５７頁以下）。 

 
（比較法） 

○ドイツ民法 

第１編 総則 

第１章 人 

第１節 自然人、消費者、事業者 （１条～１４条） 

第２節 法人 （２１条～８９条） 

第２章 物、および、動物 （９０条～１０３条）  
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第３章 法律行為 

第１節 行為能力 （１０４条～１８５条） 

第２節 意思表示 （１１６条～１４４条） 

第３節 契約 （１４５条～１５７条） 

第４節 条件、および、期限 （１５８条～１６３条） 

第５節 代理、および、代理権 （１６４条～１８１条） 

第６節 事前の同意、および、追認 （１８２条～１８５条） 

第４章 期間 （１８６条～１９３条）  

第５章 消滅時効 

第１節 消滅時効の対象、および、期間 （１９４条～２２５条） 

第２節 消滅時効の停止、進行停止、および、再開 （２０３条～２１３条） 

第３節 消滅時効の効果 （２１４条～２１８条） 

第６章 権利濫用、自力防衛、自力救済 （２２６条～２３１条）  

第７章 担保の供与 （２３２条～２４０条）  

第２編 債務関係法 

第１章 債務関係の内容 

 第１節 給付義務 （２４１条～２９２条） 

第２節 債権者の遅滞 （２９３条～３０４条） 

第２章 普通取引約款による法律行為に基づく債務関係の形成（３０５条～３１０条）

第３章 契約に基づく債務関係 

 第１節 成立、内容、および、終了 

   第１款 成立 （３１１条～３１１ｃ条） 

   第２款 特別の販売形態 （３１２条～３１２ｆ条） 

   第３款 契約の改訂、および、終了 （３１３条～３１４条） 

   第４節 一方的な給付決定権 （３１５条～３１９条） 

第２節 双務契約 （３２０条～３２６条） 

第３節 第三者に対する給付の約束 （３２８条～３３５条） 

第４節 手付、違約罰 （３３６条～３４５条） 

第５節 解除、消費者契約における撤回権、および、返還権 

   第１款 解除 （３４６条～３５４条） 

   第２款 消費者契約における撤回権、および、返還権 （３５５条～３５９条）

第４章 債務関係の消滅 

第１節 履行 （３６２条～３７１条） 

第２節 供託 （３７２条～３８６条） 

第３節 相殺 （３８７条～３９６条） 

第４節 免除 （３９７条） 

第５章 債権の譲渡 （３９８条～４１３条）  

第６章 債務引受け （４１４条～４１８条）  

第７章 複数の債務者および債権者 （４２０条～４３２条）  
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第８章 個別の債務関係 

 第１節 売買、交換 

第１款 総則 （４３３条～４８０条） 

   第２款 特殊な売買 

    第１目 試味売買 （４５４条～４５５条） 

    第２目 買戻し （４５６条～４６２条） 

    第３目 先買 （４６３条～４７３条） 

第３款 消費用動産売買 （４７４条～４７９条） 

   第４款 交換 （４８０条） 

第２節 一時的居住権契約 （４８１条～４８７条） 

第３節 消費貸借契約、事業者と消費者の間の金融支援および割賦供給契約 

   第１款 消費貸借契約 

第１目 総則 （４８８条～４９０条） 

第２目 消費者消費貸借契約の特則 （４９１条～５０５条） 

   第２款 事業と消費者の間の金融支援 （５０６条～５０９条） 

   第３款 事業者と消費者の間の割賦供給契約 （５１０条） 

   第４款 強行法規性、開業者への適用 （５１１条、５１２条） 

第４節 贈与 （５１６条～５３４条） 

第５節 使用賃貸借契約、用益賃貸借契約 

   第１款 使用賃貸借関係に関する総則 （５３５条～５４８条） 

   第２款 住居に関する使用賃貸借関係 

    第１目 総則 （５４９条～５５５条） 

    第２目 賃料 

     第１Unterkapitel 賃料に関する約定 （５５６条～５５６ｂb条） 

     第２Unterkapitel 賃料額に関する規制 （５５７条～５６１条） 

    第３目 賃貸人の質権 （５６２条～５６２ｄ条） 

    第４目 契約当事者の交代 （５６３条～５６７ｂ条） 

    第５目 使用賃貸借の終了 

     第１Unterkapitel 総則 （５６８条～５７２条） 

     第２Unterkapitel 期限の定めのない使用賃貸借 （５７３条～５７４ｃ条）

     第３Unterkapitel 期限の定めのある使用賃貸借 （５７５条～５７５ａ条）

     第４Unterkapitel 社宅 （５７６条～５７６ｂ条） 

    第６目 賃貸住居に対する住居所有権の設定に関する特則（５７７条～５７７

ａ条） 

   第３款 他の物の使用賃貸借関係 （５７８条～５８０ａ条） 

   第４款 用益賃貸借契約 （５８１条～５８４ｂ条） 

   第５款 農地用益賃貸借契約 （５８５条～５９７条） 

第６節 使用貸借 （５９８条～６０６条） 

第７節 物品消費貸借 （６０７条～６０９条） 
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第８節 雇用契約 （６１１条～６３０条） 

第９節 請負契約、および、類似の契約 

   第１款 請負契約 （６３１条～６５１条） 

   第２款 旅行契約 （６５１ａ条～６５１ｍ条） 

第１０節 仲立契約 

   第１款 総則 （６５２条～６５５条） 

   第２款 事業者と消費者の間の消費貸借仲立契約 （６５５ａ条～６５５ｅ条）

   第３款 婚姻仲立 （６５６条） 

第１１節 懸賞広告 （６５７条～６６１ａ条） 

第１２節 委任、事務処理契約、および、決済サービス 

   第１款 委任 （６６２条～６７４条） 

   第２款 事務処理契約 (６７５条～６７５ｂ条) 

   第３款 決済サービス 

第１目 総則 （６７５ｃ条～６７５ｅ条） 

    第２目 決済サービス契約 （６７５ｆ条～６７５ｉ条） 

    第３目 決済サービス契約の実行、および、利用 

第１Unterkapitel 決済取引の権限認証:決済認証（６７５ｊ条～６７５ｍ

条） 

第２Unterkapitel 決済取引の執行 (６７５ｎ条～６７５ｔ条) 

第３Unterkapitel 責任 (６７５ｕ条～６７６ｃ条) 

第１３節 事務管理 （６７７条～６８７条） 

第１４節 寄託 （６８８条～７００条） 

第１５節 宿主による物の賠償 （７０１条～７０４条） 

第１６節 組合 （７０５条～７４０条） 

第１７節 共同関係 （７４１条～７５８条） 

第１８節 終身定期金 （７５９条～７６１条） 

第１９節 不完全債務 （７６２条～７６３条） 

第２０節 保証 （７６５条～７７８条） 

第２１節 和解 （７７９条） 

第２２節 債務約束、債務承認 （７８０条～７８２条） 

第２３節 指図 （７８３条～７９２条） 

第２４節 無記名債務証券 （７９３条～８０８条） 

第２５節 物の呈示 （８０９条～８１１条） 

第２６節 不当利得 （８１２条～８２２条） 

第２７節 不法行為 （８２３条～８５３条） 

第３編 物権法 

第１章 占有 （８５４条～８７２条）  

第２章 土地の権利に関する総則 （８７３条～９０２条）  

第３章 所有権 （９０３条～１０１１条）  
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第４章 役権 （１０１８条～１０９３条）  

第５章 先買権 （１０９４条～１１０４条）  

第６章 物的負担 （１１０５条～１１１２条）  

第７章 抵当権、土地債務、定期土地債務 （１１１３条～１２０３条） 

第８章 物、および、権利に対する質権 （１２０４条～１２９６条）  

第４編 家族法 

第１章 民事婚 （１２９７条～１５８８条）  

第２章 血族関係 （１５８９条～１７７２条）  

第３章 後見、法的世話、保護 （１７７３条～１９２１条）  

第５編 相続法 

第１章 相続順位 （１９２２条～１９４１条）  

第２章 相続人の法的地位 （１９４２条～２０６３条）  

第３章 遺言 （２０６４条～２２７３条）  

第４章 相続契約 （２２７４条～２３０２条）  

第５章 遺留分 （２３０３条～２３３８条）  

第６章 相続欠格 （２３３９条～２３４５条）  

第７章 相続放棄 （２３４６条～２３５２条）  

第８章 相続証書 （２３５３条～２３７０条）  

第９章 相続財産の売却 （２３７１条～２３８５条） 

 

○オーストリア民法 

序 民事法全般について （１条～１４条）   

第１編 人に関する法 

第１節 人的特質、および、人的関係に関する法 （１５条～４３条） 

第２節 婚姻法 （４４条～１００条）（１０１条～１３６条削除） 

第３節 親子間の権利 （１３７条～１８６a条） 

第４節 他人の世話、管理、後見 （１８７条～２８３条）（２８４条削除） 

第２編 財産に関する法 

財産、および、その法的区分 （２８５条～３０８条）  

第１章 物的権利 

第１節 占有 （３０９条～３５２条） 

第２節 所有権 （３５３条～３７９条） 

第３節 先占による所有権の取得 （３８０条～４０３条） 

第４節 増加による所有権の取得 （４０４条～４２２条） 

第５節 譲渡による所有権の取得 （４２３条～４４６条） 

第６節 質権 （４４７条～４７１条） 

第７節 役権 （４７２条～５３０条） 

第８節 相続権 （５３１条～５５１条） 

第９節 最終意思の表示全般、および、とりわけ遺言 （５５２条～６０３条） 
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第１０節 後位相続、および、信託遺贈 （６０４条～６４６条） 

第１１節 遺贈 （６４７条～６９４条） 

第１２節 最終意思の制限と取消し （６９５条～７２６条） 

第１３節 法定相続 （７２７条～７６１条） 

第１４節 遺留分、および、遺留分・相続分への算入 （７６２条～７９６条） 

第１５節 遺産の取得 （７９７条～８２４条） 

第１６節 共有、および、その他の物的権利 （８２５条～８５８条） 

第２章 人的財産権 

第１７節 契約、および、法律行為全般 

人的財産権の基礎付け （８５９条） 

   懸賞広告 （８６０条～８６０b条） 

  契約の締結 （８６１条～８６４a条） 

  有効な契約の要件 

    １．人の能力 （８６５条～８６７条）（８６６条削除） 

２．真の同意 （８６９条～８７７条） 

３．実現可能性、および、適法性 （８７８条～８８０a条） 

   第三者のためにする契約 （８８１条～８８２条） 

   契約の方式 （８８３条～８８６条）（８８７条削除） 

   共同の債務または債権 （８８８条～８９０条） 

   共同連帯債権債務 （８９１条～８９６条） 

   契約に関する付随規定 

     １．条件（８９７条～９００条） 

     ２．動機（９０１条） 

     ３．履行の時期、場所、方法（９０２条～９０７条） 

     ４．手付金（９０８条） 

     ５．解約金（９０９条～９１１条） 

     ６．付随費用（９１２条～９１３条） 

   契約に関する解釈規定 （９１４条～９１６条） 

   有償契約、および、有償行為に関する一般規定 （９１７条～９２１条） 

瑕疵担保 （９２２条） 

    瑕疵担保が認められる場合 （９２３条） 

    瑕疵の推定 （９２４条～９３０条） 

    瑕疵担保の要件 （９３１条） 

   瑕疵担保に基づく権利 （９３２条～９３２a条） 

    瑕疵担保に基づく権利の消滅 （９３３条） 

    損害賠償請求 （９３３a条） 

    特別の償還請求 （９３３b条） 

   二分の一を超える価値下落に基づく損害賠償 （９３４条～９３５条） 

将来の契約締結の合意 （９３６条） 
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   抗弁の放棄 （９３７条） 

第１８節 贈与 

   贈与 （９３８条） 

    遺棄が贈与となる場合 （９３９条） 

報酬としての贈与 （９４０条～９４１条） 

負担付き贈与 （９４２条） 

贈与契約の方式 （９４３条） 

贈与の範囲 （９４４条） 

贈与者の責任範囲（他人物贈与） （９４５条） 

贈与の撤回不可能性 （９４６条） 

  例外 

     １．無資力 （９４７条） 

２．忘恩行為 （９４８条、４９４条） 

３．扶養義務の縮小 （９５０条） 

４．遺留分 （９５１条、９５２条） 

５．債権者 （９５３条） 

６．贈与契約締結後の子の出生 （９５４条） 

相続されない贈与 （９５５条） 

死亡時の贈与 （９５６条） 

第１９節 寄託 

   寄託契約 （９５７条、９５８条） 

    消費貸借または使用貸借契約での寄託 （９５９条） 

    代理権授与に伴う寄託 （９６０条）  

受託者の義務、および、権利 （９６１条～９６６条） 

    寄託者の義務、および、権利 （９６７条） 

    係争物の保管人 （９６８条） 

    受寄者の報酬請求権 （９６９条） 

旅客宿泊 （９７０条～９７０c条） 

第２０節 使用貸借 

   使用貸借契約 （９７１条） 

借主の権利、および、義務 

  １．使用関連 （９７２条） 

２．返還関連 （９７３条～９７７条） 

  ３．毀損関連 （９７８条～９８０条） 

     ４．維持費関連 （９８１条） 

    相互請求の制限 （９８２条） 

第２１節 消費貸借 

   消費貸借 （９８３条） 

    消費貸借契約の種類 （９８４条） 
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    価値の増減 （９８５条） 

消費貸借契約の期間および終了 （９８６条） 

   消費貸借契約の特別解約告知 （９８７条） 

   信用契約 （９８８条） 

信用契約の期間および終了 （９８９条） 

信用供与者の解約告知権に関する合意の無効 （９９０条） 

信用返済の拒絶 （９９１条） 

    利息、および、複利 （１０００条）（９９２条～９９９条、１００１条削除） 

第２２節 委任（Bevollmächtigungsvertrag）、および、その他の事務処理 

委任契約 （１００２条、１００３条） 

    有償または無償での委任 （１００４条） 

    口頭または書面による委任 （１００５条） 

   制限された委任、または、無制限の委任 （１００７条～１００８条） 

受任者の権利、および、義務 （１００９条～１０１３条） 

委任者の権利、および、義務 （１０１４条～１０１６条） 

第三者との関係 （１０１７条～１０１８条） 

    撤回による契約の解消 （１０２０条） 

   当事者の死亡 （１０２２条～１０２３条） 

    当事者の破産 （１０２４条） 

   義務の存続期間 （１０２５条～１０２６条） 

   役務者に対する黙示の委任 （１０２７条～１０３３条） 

    裁判所による、または法律上の委任 （１０３４条） 

    事務管理 （１０３５条） 

     緊急事務管理 （１０３６条） 

   他人の利益ための事務管理 （１０３７条～１０３９条） 

     他人の意思に反する事務管理 （１０４０条） 

他人のためにする財産の使用 （１０４１条～１０４４条） 

第２３節 交換 

   交換 （１０４５条～１０４６条） 

   交換者の権利、および、義務 （１０４７条～１０５２条） 

  とりわけ危険に関して （１０４８条～１０４９条） 

    引渡し前の使用に関して （１０５０条～１０５２条） 

第２４節 売買 

   売買契約 （１０５３条） 

    売買契約の成立要件 （１０５４条） 

売買代金に関する要件 （１０５５条～１０６０条） 

  a)現金性，b)確定性，c)適法性 

売主の義務 （１０６１条） 

買主の義務 （１０６２条～１０６３条） 
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売買目的物の危険および使用 （１０６４条） 

見込み売買 （１０６５条） 

総則性 （１０６６条） 

特殊な売買または売買契約の付随契約 （１０６７条） 

再売買が留保された販売 （１０６８条～１０７０条） 

買戻しの留保された売買 （１０７１条） 

先買権の留保 （１０７２条～１０７９条） 

試味売買 （１０８０条～１０８２条） 

より有利な買主に販売する権利の留保 （１０８３条～１０８５条） 

販売の委託 （１０８６条～１０８９条） 

第２５節 用益賃貸借契約、永小作契約、および永借地契約 

用益賃貸借契約 （１０９０条） 

    Ⅰ．賃貸借契約 （１０９１条～） 

    成立要件 （１０９２条～１０９３条） 

効果 （１０９４条～１０９５条） 

    双方の権利 （１０９６条～１１２１条） 

     １．貸与、維持、使用に関する権利 （１０９６条～１０９８条） 

  ２．負担 （１０９９条） 

     ３．賃料 （１１００条～１１０８条） 

  ４．返還 （１１０９条～１１１１条） 

  ５．賃貸借契約の終了 （１１１２条～１１２１条） 

   a)目的物の滅失，b)期間の満了，c)解約，d)目的物の譲渡 

  （１１２２条～１１５０条削除） 

第２６節 役務提供に関する契約 

    雇用契約、および、請負契約 （１１５１条～１１５２条） 

  １．雇用契約 （１１５３条～１１６４a条） 

  報酬請求権，解約告知期間，解約告知期間中の休暇，倒産手続，期間前の

解消，証拠，強行法規性，自由労働者の労働証書 

  ２．請負契約 （１１６５条～１１７１条） 

    瑕疵担保 （１１６７条） 

仕事の挫折 （１１６８条～１１６８a条） 

配慮義務 （１１６９条） 

    報酬の支払 （１１７０条～１１７０a条） 

       建築契約における保証 （１１７０b条） 

       死亡による終了 （１１７１条） 

  ３．出版契約 （１１７２条～１１７３条） 

  ４．不法な目的のためになされた給付 （１１７４条） 

第２７節 財産の共有に関する契約 

    営利会社の設立・概念 （１１７５条） 
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区分 （１１７６条～１１７７条） 

   設立の方式 （１１７８条～１１８０条） 

    契約の効力、および、現実の出資 （１１８１条） 

   組合財産 （１１８２条～１１８３条） 

   組合員の権利および義務 

     組合財産への出資 （１１８４条）  

寄与 （１１８５条～１１８８条） 

組合財産への追加出資 （１１８９条） 

委託された業務の執行 （１１９０条） 

損害の責任 （１１９１条） 

    利得の配分 （１１９２条～１１９５条） 

    損失の配分 （１１９７条） 

   計算書作成 （１１９８条～１２００条） 

   非組合員との関係 （１２０１条～１２０４条） 

   組合の解消、および、組合からの脱退 （１２０５条～１２１４条） 

組合財産の分割 （１２１５条～１２１６条） 

第２８節 夫婦財産契約 （１２１７条～１２６６条） 

第２９節 射倖契約 

    射倖契約 （１２６７条～１２６８条） 

    射倖契約の種類 （１２６９条～１２９２条） 

    １．賭事 （１２７０条～１２７１条） 

２．博戯 （１２７２条） 

  ３．くじ引き （１２７３条） 

  ４．期待に基づく売買 （１２７５条～１２８３条） 

  ５．終身定期金 （１２８４条～１２８６条） 

  ６．社会扶助 （１２８７条） 

７．保険契約 （１２８８条～１２９１条） 

８．冒険貸借、および、海運保険 （１２９２条） 

第３０節 損害賠償、および、補償請求権 （１２９３条～１３４１条） 

第３編 人に関する法、および、財産に関する法に共通する諸規定  

第１節 権利、および、義務の担保 

   権利を担保するための方法 （１３４３条） 

   Ⅰ．第三者の負担による担保 （１３４４条～１３４５条） 

  a．.保証人 （１３４６条） 

  b．連帯債務者 （１３４７条） 

   賠償の保証 （１３４８条） 

   保証できる者 （１３４９条） 

保証の目的となる義務の範囲 （１３５０条～１３５２条） 

保証の範囲 （１３５３条～１３５４条） 
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効力 （１３５５条～１３６２条） 

保証の終了事由 （１３６３条～１３６７条） 

   Ⅱ．質権契約による担保 （１３６８条） 

      質権契約の効力 （１３６９条、１３７０条） 

   許されない条件 （１３７１条～１３７２条） 

    担保の給付がなされる通常の方法 （１３７３条～１３７４条） 

第２節 権利、および、義務の変更 

   権利および義務の変更 （１３７５条）  

１．更改による変更 （１３７６条～１３７９条） 

２．和解 （１３８０条～１３８１条） 

   対象に関する和解の無効 （１３８２条～１３８４条） 

   その他の瑕疵 （１３８５条～１３８８条） 

   付随義務に関する効力 （１３９０条～１３９１条） 

３．譲渡 （１３９２条～１３９９条） 

    譲渡の対象 （１３９３条） 

効力 （１３９４条～１３９６条） 

譲渡禁止 （１３９６a条） 

譲渡者の責任 （１３９７条～１３９９条） 

４．指図 （１４００条～１４０３条） 

５．債務引受け （１４０４条～１４１０条） 

第３節 権利、および、義務の消滅 

   権利および義務の消滅 （１４１１条） 

１．弁済による消滅 （１４１２条～１４３７条） 

   弁済方法，弁済時期，弁済者，受取証書，非債弁済 

   ２．相殺 （１４３８条～１４４３条） 

   ３．放棄 （１４４４条） 

４．混同 （１４４５条～１４４６条） 

５．物の滅失 （１４４７条） 

６．死亡 （１４４８条） 

７．時間の経過 （１４４９条） 

従来の状態での使用 （１４５０条） 

第４節 消滅時効、および、取得時効 （１４５１条～１５０２条） 

    対象 （１４５５条～１４５９条） 

    取得時効の要件 （１４６０条～１４６５条） 

    取得時効期間 （１４６６条～１４７７条） 

    消滅時効期間一般 （１４７８条～１４８０条） 

    例外 （１４８１条～１４８５条） 

    特別消滅時効期間 （１４８６条～１４９３条） 

    時効の停止 （１４９４条～１４９７条） 
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    取得時効、または、消滅時効の効果 （１４９８条～１５０２条） 

 

○スイス 

スイス民法典 

序章        （１条～１０条） 

第１編   人の法 （１１条～８９条の２） 

第２編   家族法 （９０条～４５６条） 

第３編   相続法 （４５７条～６４０条） 

第４編   物権法 （６４１条～９７７条） 

最終章   民法典の施行及び適用 （１条～６１条） 

 

スイス債務法典 

第１編 総則 （１条～１８３条） 

第１章 債務の成立 

第１節 契約による成立 （１条～４０ｆ条） 

第２節 不法行為による成立 （４１条～６１条） 

第３節 不当利得による成立 （６２条～６７条） 

第２章 債務の効力 

第１節 債務の履行 （６８条～９６条） 

第２節 不履行の効果 （９７条～１０９条） 

第３節 第三者に対する関係 （１１０条～１１３条） 

第３章 債務の消滅 （１１４条～１４２条）  

第４章 債務の諸態様 

第１節 連帯債権・債務 （１４３条～１５０条） 

第２節 条件 （１５１条～１５７条） 

第３節 手付金、解約金、賃金控除及び違約金 （１５８条～１６３条） 

第５章 債権譲渡及び債務引受 （１６４条～１８３条）  

第２編 個別的契約関係 （１８４条～５５１条） 

第６章 売買及び交換 

第１節 総則 （１８４条～１８６条）  

第２節 動産売買 （１８７条～２１５条）  

第３節 不動産売買 （２１６条～２２１条）  

第４節 特殊の売買 （２２２条～２３６条）  

第５節 交換契約 （２３７条～２３８条）  

第７章 贈与 （２３９条～２５２条）   

第８章 賃貸借 

第１節 総則 （２５３条～２６８ｂ条） 

第２節 居住用賃貸借及び商業用店舗賃貸借における賃貸人の濫用的賃料設定その

他の濫用的要求に対する保護 （２６９条～２７０ｅ条） 
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第３節 居住用賃貸借及び商業用店舗賃貸借における解約に対する保護 （２７１

条～２７３ｃ条）  

第４節 関係機関及び手続 （２７４条～２７４ｇ条） 

第８章の２ 用益賃貸借契約 （２７５条～３０４条）  

第９章 貸借 

第１節 使用貸借 （３０５条～３１１条） 

第２節 消費貸借 （３１２条～３１８条） 

第１０章 労働契約 

第１節 個別的労働契約 （３１９条～３４３条） 

第２節 各種の個別的労働契約 （３４４条～３５５条） 

 A. 徒弟修業契約 （３４４条～３４６ａ条） 

 B. 出張販売員契約 （３４７条～３５０a条） 

 C. 在宅労働契約 （３５１条～３５４条） 

 D. 一般規定の適用可能性 （３５５条） 

第３節 集団的労働契約及び標準的労働契約 （３５６条～３６０ｆ条） 

 A. 集団的労働契約 （３５６条～３５８条） 

 B. 標準的労働契約 （３５９条～３６０ｆ条） 

第４節 強行規定 （３６１条～３６２条） 

第１１章 請負契約 （３６３条～３７９条）  

第１２章 出版契約 （３８０条～３９３条）  

第１３章 委任 

第１節 単純委任 （３９４条～４０６条） 

第１節の２ 婚姻又はパートナーシップの仲介のための委任 （４０６ａ条～４０

６ｈ条） 

第２節 信用状及び信用供与の委任 （４０７条～４１１条） 

第３節 仲立契約 （４１２条～４１８条） 

第４節 代理商契約 （４１８ａ条～４１８ｖ条） 

第１４章 事務管理 （４１９条～４２４条）  

第１５章 問屋 （４２５条～４３９条）  

第１６章 貨物運送契約 （４４０条～４５７条）  

第１７章 支配人その他の商業代理 （４５８条～４６５条）  

第１８章 指図 （４６６条～４７１条）  

第１９章 寄託 （４７２条～４９１条）  

第２０章 保証 （４９２条～５１２条）  

第２１章 博戯及び賭事 （５１３条～５１５ａ条）  

第２２章 終身定期金契約及び資産提供による終身扶養 （５１６条～５２９条） 

第２３章 単純組合 （５３０条～５５１条）  

第３編 会社及び協同組合 （５５２条～９２６条）   

第４編 商業登記、商号及び商業帳簿 （９２７条～９６４条）   
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第５編 有価証券 （９６５条～１１８６条）  

 

○フランス民法 

 序章 法律の公示、効果及び適用一般 （１条～６条）  

第１編 人 （７条～５１５条の８）   

第２編 財産および所有権の様々な変容 （５１６条～７１０条）  

第３編 所有権取得の様々な方法 （７１１条～２２８３条） 

一般規定 （７１１条～７１７条）  

第１章 相続 （７２０条～８９２条）  

第２章 生存者間の贈与及び遺言 （８９３条～１０９９～１条）  

第３章 契約又は合意による債務一般 

第１節 前置規定 （１１０１条～１１０７条） 

第２節 合意の有効性の基本的条件 （１１０８条） 

第１款 同意 （１１０９条～１１２２条） 

第２款 契約当事者の能力 （１１２３条～１１２５条の１） 

    第３款 契約の目的及び内容 （１１２６条～１１３０条） 

    第４款 原因 （１１３１条～１１３３条） 

第３節 債務の効果 

    第１款 一般規定 （１１３４条～１１３５条） 

    第２款 与える債務 （１１３６条～１１４１条） 

    第３款 行い、又は行わない債務 （１１４２条～１１４５条） 

    第４款 債務の不履行から生じる損害賠償 （１１４６条～１１５５条） 

    第５款 合意の解釈 （１１５６条～１１６４条） 

    第６款 合意の第三者に対する効果 （１１６５条～１１６７条） 

第４節 債務の様々な種類 

    第１款 条件付債務 （１１６８条～１１８４条） 

    第２款 期限付債務 （１１８５条～１１８８条） 

    第３款 選択債務 （１１８９条～１１９６条） 

    第４款 連帯債務 （１１９７条～１２１６条） 

    第５款 可分債務及び不可分債務 （１２１７条～１２２５条） 

    第６款 制裁条項を伴う債務 （１２２６条～１２３３条） 

第５節 債務の消滅 （１２３４条） 

    第１款 弁済 （１２３５条～１２６４条） 

    第２款 更改 （１２７１条～１２８１条） 

    第３款 負債の免除 （１２８２条～１２８８条） 

    第４款 相殺 （１２８９条～１２９９条） 

    第５款 混同 （１３００条～１３０１条） 

    第６款 支払われるべき物の滅失 （１３０２条～１３０３条） 

    第７款 合意の無効または取消の訴権 （１３０４条～１３１４条） 
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第６節 債務の証明及び弁済の証明 （１３１５条～１３６９条） 

第７節 電子的形式による契約 （１３６９条の１～１３６９条の１１） 

第４章 合意なしに形成される約務 （１３７０条） 

第１節 準契約 （１３７１条～１３８１条） 

第２節 不法行為及び準不法行為 （１３８２条～１３８６条） 

第４章の２ 製造物責任 （１３８６条の１～１３８６条の１８）  

第５章 夫婦財産契約及び夫婦財産制 （１３８７条～１５８１条）  

第６章 売買 

第１節 売買の性質及び形式 （１５８２条～１５９３条）  

第２節 買受又は売却をできる者 （１５９４条～１５９７条）  

第３節 売却できる物 （１５９８条～１６０１条）  

第３節の１ 建築予定不動産の売買 （１６０１条の１～１６０１条の４） 

第４節 売主の義務 （１６０２条～１６４９条）  

第５節 買主の義務 （１６５０条～１６５７条） 

第６節 売買の無効及び解除 （１６５８条～１６８５条）  

第７節 換価処分 （１６８６条～１６８８条）  

第８節 債権その他の無体の権利の移転 （１６８９条～１７０１条）  

第７章 交換 （１７０２条～１７０７条）   

第８章 賃貸借契約 

第１節 一般規定 （１７０８条～１７１２条）  

第２節 物の賃貸借 （１７１３条～１７７８条）  

第３節 仕事及び勤労の賃貸借 （１７７９条～１７９９条の１）  

第４節 家畜の賃貸借 （１８００条～１８３１条）  

第８章の２ 不動産開発契約 （１８３１条の１～１８３１条の５）   

第９章 組合 

第１節 一般規定 （１８３２条～１８４４条の１７）  

第２節 民事組合 （１８４５条～１８７０条の１）  

第３節 相互組合 （１８７１条～１８７３条）  

第９章の２ 不分割の権利の行使に関する合意 （１８７３条の１） 

第１節 用益権者不存在の場合における不分割の権利の行使に関する合意 （１８

７３条の２～１８７３条の１５）  

第２節 用益権者存在の場合における不分割の権利の行使に関する合意 （１８７

３条の１６～１８７３条の１８）  

第１０章 貸借 （１８７４条）  

第１節 使用貸借 （１８７５条～１８９１条）  

第２節 消費貸借又は単なる貸借 （１８９２条～１９０４条）  

第３節 利息付貸借 （１９０５条～１９１４条）  

第１１章 寄託及び係争物寄託 

第１節 一般規定及びその様々な種類 （１９１５条～１９１６条）  
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第２節 狭義の寄託 （１９１７条～１９５４条）  

第３節 係争物寄託 （１９５５条～１９６３条）  

第１２章 射倖契約 （１９６４条） 

第１節 博戯及び賭事 （１９６５条～１９６７条）  

第２節 終身定期金契約 （１９６８条～１９８３条）  

第１３章 委任 

第１節 委任の性質及び形式 （１９８４条～１９９０条）  

第２節 受任者の義務 （１９９１条～１９９７条）  

第３節 委任者の義務 （１９９８条～２００２条）  

第４節 委任終了の様々な方法 （２００３条～２０１０条）  

第１４章 信託 （２０１１条～２０３０条）  

第１５章 和解 （２０４４条～２０５８条）   

第１６章 仲裁契約 （２０５９条～２０６１条）   

第１９章 不動産の売却金に対する差押及び配当 （２１９０条～２２１６条）  

第２０章 消滅時効  

第１節 一般規定 （２２１９条～２２２３条） 

第２節 消滅時効の期間と期算点 （２２２４条～２２２７条） 

第３節 消滅時効の進行 （２２２８条～２２４６条） 

第４節 消滅時効の要件 （２２４７条～２２５４条） 

第２１章 占有と取得時効 

第１節 一般規定 （２２５５条～２２５７条） 

第２節 取得時効 （２２５８条～２２７７条） 

第３節 占有の保護 （２２７８条～２２７９条） 

第４編 担保 （２２８４条～２４８８の５条） 

第１章 人的担保 （２２８７条の１～２３２２条）  

第２章 物的担保 （２３２３条～２４８８の５条）  
 

○ケベック民法 

 第１編 人 （１条～３６４条） 

第２編 家族 （３６５条～６１２条） 

第３編 相続 （６１３条～８９８条） 

第４編 物 （８９９条～１３７０条） 

第５編 債務 （１３７１条～２６４３条） 

  第１章 債務一般 

    第１節 一般規定 （１３７１条～１３７６条） 

   第２節 契約 

    第１款 一般規定 （１３７７条） 

    第２款 契約の性質およびそのいくつかの種類 （１３７８条～１３８４条） 

    第３款 契約の成立 
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     §１ 契約の成立要件 （１３８５条～１４１５条） 

     §２ 契約の成立要件に対する制裁 （１４１６条～１４２４条） 

    第４款 契約の解釈（１４２５条～１４３２条） 

    第５款 契約の効果 

     §１ 契約の当事者間における効果 （１４３３条～１４３９条） 

     §２ 契約の第三者に対する効果 （１４４０条～１４５２条） 

     §３ いくつかの契約に特有の効果 （１４５３条～１４５６条） 

   第３節 民事責任 （１４５７条～１４８１条） 

   第４節 他の債務の発生原因 （１４８２条～１４９６条） 

   第５節 債務の態様 

    第１款 単純な態様を有する債務 （１４９７条～１５１７条） 

     §１ 条件付き債務 §２ 期限付き債務 

    第２款 複雑な態様を有する債務 （１５１８条～１５５２条） 

     §１ 主体が多数の債務 §２ 客体が多数の債務 

   第６節 債務の履行 

    第１款 弁済 （１５５３条～１５８９条） 

     §１ 弁済一般 §２ 弁済の充当 §３ 現実の提供および供託 

    第２款 債務の履行に対する権利の実現 （１５９０条～１６２５条） 

     §１ 一般規定 §２ 同時履行の抗弁および留置権 §３ 遅滞 

     §４ 現実履行 §５ 契約の解除または解約および債務の縮減 

     §６ 等価による履行 

    第３款 債務の履行に対する権利の保護 （１６２６条～１６３６条） 

     §１ 保全処分 §２ 債権者代位権 §３ 対抗不能訴権 

   第７節 債務の移転と変容 

    第１款 債権譲渡 （１６３７条～１６５０条） 

    第２款 代位 （１６５１条～１６５９条） 

    第３款 更改 （１６６０条～１６６６条） 

    第４款 指図 （１６６７条～１６７０条） 

   第８節 債務の消滅 

    第１款 一般規定 （１６７１条） 

    第２款 相殺 （１６７２条～１６８２条） 

    第３款 混同 （１６８３条～１６８６条） 

    第４款 免除 （１６８７条～１６９２条） 

    第５款 債務の履行不能 （１６９３条～１６９４条） 

    第６款 債務者の解放 （１６９５条～１６９８条） 

   第９節 給付の返還 

    第１款 返還が生じる状況 （１６９９条） 

    第２款 返還の方法 （１７００条～１７０６条） 

    第３款 返還に対する第三者の状況 （１７０７条） 
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  第２章 有名契約 

   第１節 売買 （１７０８条～１８０５条） 

    第１款 売買一般 （１７０８条～１７８４条） 

    第２款 居住目的不動産の売買に特有の規律 （１７８５条～１７９４条） 

    第３款 売買に類似する様々な契約 （１７９５条～１８０５条） 

   第２節 贈与 

    第１款 贈与の性質及び範囲 （１８０６条～１８１２条） 

    第２款 贈与のいくつかの要件 （１８１３条～１８２４条） 

    第３款 当事者の権利および義務 （１８２５条～１８３５条） 

    第４款 忘恩行為を理由とする贈与の撤回 （１８３６条～１８３８条） 

    第５款 婚姻または民事結合契約による贈与 （１８３９条～１８４１条） 

   第３節 信用供与賃貸借 （１８４２条～１８５０条） 

   第４節 （物の）賃貸借 （１８５１条～２０００条） 

    第１款 （物の）賃貸借の性質 （１８５１条～１８５３条） 

    第２款 （物の）賃貸借から生じる権利及び義務 （１８５４条～１８７６条）

    第３款 （物の）賃貸借の終了 （１８７７条～１８９１条） 

    第４款 住居の賃貸借に特有の規律 （１８９２条～２０００条） 

   第５節 傭船 

    第１款 一般規定 （２００１条～２００６条） 

    第２款 様々な傭船契約に特有の規律 （２００７条～２０２９条） 

   第６節 運送 

    第１款 全ての運送方法に適用される規律 （２０３０条～２０５８条） 

    第２款 海上貨物運送に特有の規律 （２０５９条～２０８４条） 

   第７節 労働 （２０８５条～２０９７条） 

   第８節 請負契約ないし役務契約 

    第１款 契約の性質および範囲 （２０９８条～２１００条） 

    第２款 当事者の権利および義務 （２１０１条～２１２４条） 

    第３款 契約の解約 （２１２５条～２１２９条） 

   第９節 委任 

    第１款 委任の性質及び範囲 （２１３０条～２１３７条） 

    第２款 当事者間での当事者の義務 （２１３８条～２１５６条） 

    第３款 第三者に対する当事者の義務 （２１５７条～２１６５条） 

    第４款 委任者の不適格に備えてなされる委任に特有の規律 （２１６６条～２

１７４条） 

    第５款 委任の終了 （２１７５条～２１８５条） 

   第１０節 会社契約および非営利社団契約 

    第１款 一般規定 （２１８６条～２１９７条） 

    第２款 合名会社 （２１９８条～２２３５条） 

    第３款 合資会社 （２２３６条～２２４９条） 
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    第４款 匿名会社 （２２５０条～２２６６条） 

    第５款 非営利社団 （２２６７条～２２７９条） 

   第１１節 寄託 

    第１款 寄託一般 （２２８０条～２２９４条） 

    第２款 必要的寄託 （２２９５条～２２９７条） 

    第３款 ホテル業者の寄託 （２２９８条～２３０４条） 

    第４款 係争物寄託 （２３０５条～２３１１条） 

   第１２節 貸借 

    第１款 貸借の種類と性質 （２３１２条～２３１６条） 

    第２款 使用貸借 （２３１７条～２３２６条） 

    第３款 単純貸借 （２３２７条～２３３２条） 

   第１３節 保証 

    第１款 保証の性質、目的及び範囲 （２３３３条～２３４４条） 

    第２款 保証の効果 （２３４５条～２３６０条） 

    第３款 保証の終了 （２３６１条～２３６６条） 

   第１４節 定期金 

    第１款 契約の性質とその規律の射程範囲 （２３６７条～２３７０条） 

    第２款 契約の範囲 （２３７１条～２３７６条） 

    第３款 契約のいくつかの効果 （２３７７条～２３８８条） 

   第１５節 保険 

    第１款 一般規定 （２３８９条～２４１４条） 

    第２款 人保険 （２４１５条～２４６２条） 

    第３款 損害保険 （２４６３条～２５０４条） 

    第４款 海上保険 （２５０５条～２６２８条） 

   第１６節 競技及び賭事 （２６２９条～２６３０条） 

   第１７節 和解 （２６３１条～２６３７条） 

   第１８節 仲裁の合意 （２６３８条～２６４３条） 

第６編 優先権及び抵当権 （２６４４条～２８０２条） 

第７編 証明 （２８０３条～２８７４条） 

第８編 時効 

 第１章 時効の制度 

   第１節 一般規定 （２８７５条～２８８２条） 

   第２節 時効の放棄 （２８８３条～２８８８条） 

   第３節 時効の中断 （２８８９条～２９０３条） 

   第４節 時効の停止 （２９０４条～２９０９条） 

  第２章 取得時効 （２９１０条～２９２０条） 

  第３章 消滅時効 （２９２１条～２９３３条） 

第９編 権利の公示 （２９３４条～３０７５条） 

第１０編 国際私法 （３０７６条～３１６８条） 
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○イタリア民法 

 法律に関する通則 

第１節 法源 （１条～９条） 

第２節 法の適用一般 （１０条～３１条） 

第１編 人および家族 

第１章 自然人 （１条～１０条） 

第２章 法人 （１１条～４２条） 

第３章 住所および居所 （４３条～４７条） 

第４章 失踪および推定死亡の宣告 （４８条～７３条） 

第５章 血族および姻族 （７４条～７８条） 

第６章 婚姻 （７９条～２３０条） 

第７章 親子 （２３１条～２９０条） 

第８章 養子縁組 （２９１条～３１４条） 

第９章 親権者の権限 （３１５条～３４２条） 

第９章の２ 家庭内の虐待に対する保護命令 （３４２条の２条～３４２条の３） 

第１０章 後見および後見からの解放 （３４３条～３９９条） 

第１１章 準養子縁組および里親制度 （４００条～４０３条） 

第１２章 自律の全部または一部に関する民事人格の保護手段（４０４条～４３２条）

第１３章 扶養 （４３３条～４４８条） 

第１４章 身分に関する証書 （４４９条～４５５条） 

第２編 相続 

第１章 相続（４５６条～５６４条） 

第２章 法定相続 （５６５条～５８６条） 

第３章 遺言相続 （５８７条～７１２条） 

第４章 分割 （７１３条～７６８条） 

第５章 贈与 （７６９条～８０９条） 

第３編 所有権 

第１章 財物 （８１０条～８３１条） 

第２章 所有権 （８３２条～９５１条） 

第３章 地上権 （９５２条～９５６条） 

第４章 永小作権 （９５７条～９７７条） 

第５章 用益権、使用権および居住権 （９７８条～１０２６条） 

第６章 地役権 （１０２７条～１０９９条） 

第７章 共有 （１１００条～１１３９条） 

第８章 占有権 （１１４０条～１１７０条） 

第９章 新たな工事と予期された損害に関する訴え （１１７１条～１１７２条） 

第４編 債権債務関係 

第１章 債権債務関係一般 
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第１節 前加規定 （１１７３条～１１７５条） 

第２節 債務の履行  

第１款 履行一般 （１１７６条～１２００条） 

第２款 代位を伴う弁済 （１２０１条～１２０５条） 

第３款 債権者遅滞 （１２０６条～１２１７条） 

第３節 債務不履行 （１２１８条～１２２９条） 

第４節 履行以外の債務の履行の態様 

第１款 更改 （１２３０条～１２３５条） 

第２款 免除 （１２３６条～１２４０条） 

第３款 相殺 （１２４１条～１２５２条） 

第４款 混同 （１２５３条～１２５５条） 

第５款 債務者の責めに帰すべからざる事由による後発的不能 （１２５６条～

１２５９条） 

第５節 債権譲渡 （１２６０条～１２６７条） 

第６節 指図、債務参加および債務引受 （１２６８条～１２７６条） 

第７節 各種の債権債務関係 

第１款 金銭債務 （１２７７条～１２８４条） 

第２款 選択債務 （１２８５条～１２９１条） 

第３款 連帯債務 （１２９２条～１３１３条） 

第４款 可分債務および不可分債務 （１３１４条～１３２０条） 

第２章 契約一般 

第１節 前加規定 （１３２１条～１３２４条） 

第２節 契約の要件 

第１款 当事者の合意 （１３２６条～１３４２条） 

第２款 契約の原因 （１３４３条～１３４５条） 

第３款 契約の目的 （１３４６条～１３４９条） 

第４款 契約の方式 （１３５０条～１３５２条） 

第３節 契約における条件 （１３５３条～１３６１条） 

第４節 契約の解釈 （１３６２条～１３７１条） 

第５節 契約の効果 

第１款 一般規定 （１３７２条～１３８１条） 

第２款 違約金条項および手付 （１３８２条～１３８６条） 

第６節 代理 （１３８７条～１４００条） 

第７節 指名した者による契約 （１４０１条～１４０５条） 

第８節 契約譲渡 （１４０６条～１４１０条） 

第９節 第三者のためにする契約 （１４１１条～１４１３条） 

第１０節 仮装行為 （１４１４条～１４１７条） 

第１１節 契約の無効 （１４１８条～１４２４条） 

第１２節 契約の取消し 
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第１款 無能力 （１４２５条～１４２６条） 

第２款 同意の瑕疵 （１４２７条～１４４０条） 

第３款 取消しの訴権 （１４４１条～１４４６条） 

第１３節 契約の破棄  （１４４７条～１４５２条） 

第１４節 契約の解除 

第１款 不履行による解除 （１４５３条～１４６２条） 

第２款 後発的不能 （１４６３条～１４６６条） 

第３款 莫大損害 （１４６７条～１４６９条） 

第１４節の２ 消費者契約 （１４６９条の２条～１４６９条の６） 

第３章 各種の契約 

第１節 売買 

第１款 一般規定 （１４７０条～１５０９条） 

第１目 売主の義務 （１４７６条～１４９７条） 

第２目 買主の義務 （１４９８条～１４９９条） 

第３目 合意による買戻し （１５００条～１５０９条） 

第２款 動産の売買 

第１目 一般規定 （１５１０条～１５１９条） 

第２目 試味売買、試品売買、見本売買 （１５２０条～１５２２条） 

第３目 所有権留保付き売買 （１５２３条～１５２６条） 

第４目 証券に基づきかつ証券と引換えの支払いをもってする売買 （１５２

７条～１５３０条） 

第５目 有価証券の期限付き売買 （１５３１条～１５３６条） 

第３款 不動産の売買 （１５３７条～１５４１条） 

第４款 相続財産の売買 （１５４２条～１５４７条） 

第２節 戻り付証券譲渡 （１５４８条～１５５１条） 

第３節 交換 （１５５２条～１５５５条） 

第４節 評価契約 （１５５６条～１５５８条） 

第５節 供給契約 （１５５９条～１５７０条） 

第６節 賃貸借 

第１款 総則 （１５７１条～１６０６条） 

第２款 市街地の賃貸借 （１６０７条～１６１４条） 

第３款 収益物に関する賃貸借 

第１目 一般規定 （１６１５条～１６２７条） 

第２目 農地の賃貸借 （１６２８条～１６４６条） 

第３目 直接の耕作者に対する賃貸借 （１６４７条～１６５４条） 

第７節 請負 （１６５５条～１６７７条） 

第８節 運送 

第１款 一般規定 （１６７８条～１６８０条） 

第２款 人の運送 （１６８１条～１６８２条） 
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第３款 物の運送 （１６８３条～１７０２条） 

第９節 委任 

第１款 一般規定 

第１目 受任者の義務 （１７０３条～１７１８条） 

第２目 委任者の義務 （１７１９条～１７２１条） 

第３目 委任の終了 （１７２２条～１７３０条） 

第２款 売買委託 （１７３１条～１７３６条） 

第３款 運送委託 （１７３７条～１７４１条） 

第１０節 代理商契約 （１７４２条～１７５３条） 

第１１節 仲介 （１７５４条～１７６５条） 

第１２節 寄託 

第１款 寄託一般 （１７６６条～１７８２条） 

第２款 旅店における寄託 （１７８３条～１７８６条） 

第３款 普通倉庫業者への寄託 （１７８７条～１７９７条） 

第１３節 合意による係争物寄託 （１７９８条～１８０２条） 

第１４節 使用貸借 （１８０３条～１８１２条） 

第１５節 消費貸借 （１８１３条～１８２２条） 

第１６節 当座勘定 （１８２３条～１８３３条） 

第１７節 銀行契約 

第１款 銀行寄託 （１８３４条～１８３８条） 

第２款 個人用貸金庫に関する銀行業務 （１８３９条～１８４１条） 

第３款 当座貸越の開設 （１８４２条～１８４５条） 

第４款 銀行貸付 （１８４６条～１８５１条） 

第５款 当座勘定における銀行の操作 （１８５２条～１８５７条） 

第６款 銀行割引 （１８５８条～１８６０条） 

第１８節 永続的定期金 （１８６１条～１８７１条） 

第１９節 終身定期金 （１８７２条～１８８１条） 

第２０節 保険 

第１款 一般規定 （１８８２条～１９０３条） 

第２款 損害保険 （１９０４条～１９１８条） 

第３款 生命保険 （１９１９条～１９２７条） 

第４款 再保険 （１９２８条～１９３１条） 

第５款 最終規定 （１９３２条） 

第２１節 博戯および賭事 （１９３３条～１９３５条） 

第２２節 保証 

第１款 一般規定 （１９３６条～１９４３条） 

第２款 債権者および保証人間の関係 （１９４４条～１９４８条） 

第３款 保証人および主債務者間の関係 （１９４９条～１９５３条） 

第４款 数人の保証人間の関係 （１９５４条） 
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第５款 保証の終了 （１９５５条～１９５７条） 

第２３節 信用供与の委任 （１９５８条～１９５９条） 

第２４節 果実充当付き不動産担保 （１９６０条～１９６４条） 

第２５節 和解 （１９６５条～１９７６条） 

第２６節 債権者への財産の委付 （１９７７条～１９８６条） 

第４章 一方予約 （１９８７条～１９９１条） 

第５章 信用証券 

第１節 一般規定 （１９９２条～２００２条） 

第２節 持参人払い式の証券 （２００３条～２００７条） 

第３節 指図証券 （２００８条～２０２０条） 

第４節 記名証券 （２０２１条～２０２７条） 

第６章 事務管理  （２０２８条～２０３２条） 

第７章 非債弁済 （２０３３条～２０４０条） 

第８章 不当利得 （２０４１条～２０４２条） 

第９章 不法行為 （２０４３条～２０５９条） 

第５編 労働 

第１章 職業的活動の規律 

第１節 一般規定 （２０６０条～２０６２条） 

第２節 共同的な規定および団体的な取引協定〔削除〕 

第３節 団体的な労働契約およびそれと同価値の規範 〔削除〕 

第２章 企業における労働 （２０８２条～２２２１条） 

第３章 自律的労働 （２２２2 条条～２２３８条） 

第４章 特別の関係における従属的な労働 （２２３９条～２２４６条） 

第５章 会社 

第１節 一般規定 （２２４７条～２２５０条） 

第２節 単純会社 （２２５１条～２２９０条） 

第３節 合名会社 （２２９１条～２３１２条） 

第４節 単純合資会社 （２３１３条～２３２４条） 

第５節 株式会社 （２３２５条～２４５１条） 

第６節 株式合資会社 （２４５２条～２４６１条） 

第７節 有限責任会社 （２４６２条～２４８３条） 

第８節 資本に関する会社の解散および清算 （２４８４条～２４９６条） 

第９節 会社の運営と調整 （２４９７条～２４９７条の７） 

第１０節 変更、合併および分割 （２４９８条～２５０６条の４） 

第１１節 外国に置いて設立された会社 （２５０７条～２５１０条） 

第６章 協同組合および相互保険会社 （２５１１条～２５４８条） 

第７章 合弁会社 （２５４９条～２５５４条） 

第８章 企業体 （２５５５条～２５７４条） 

第９章 知的創作物および工業発明に関する権利 （２５７５条～２５９４条） 
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第１０章 競業および提携に関する規律 （２５９５条～２６２０条） 

第１１章 会社および提携会社に関する処罰規定 （２６２１条～２６４２条） 

第６編 諸権利の保護 

第１章 登記 （２６４３条～２６９６条） 

第２章 証拠 （２６９７条～２７３９条） 

第３章 財産的責任、優先権の原因および財産的担保の保存 （２７４０条～２９０

６条） 

第４章 権利に関する裁判上の保護 （２９０７条～２９３３条） 

第５章 時効および失権  （２９３４条～２９６９条） 

 

○スペイン民法 

 前章 法規範、その適用および効果 

   第１節 法源 （１条～２条） 

第２節 法規範の適用 （３条～５条） 

第３節 法規範の一般的効果 （６条～７条） 

第４節 国際私法の規範 （８条～１２条） 

第５節 国内において共存する民事法制度の適用範囲 （１３条～１６条） 

 第１編 人  

  第１章 スペイン人と外国人 （１７条～２８条） 

第２章 民法上の人格の発生と消滅 （２９条～３９条） 

第３章 住所  （４０条～４１条） 

第４章 婚姻  （４２条～１０７条） 

第５章 父性と親子関係 （１０８条～１４１条） 

第６章 親族間の扶養料  （１４２条～１５３条） 

第７章 父子関係  （１５４条～１８０条） 

第８章 失踪 （１８１条～１９８条） 

第９章 無能力 （１９９条～２１４条） 

第１０章 後見、補佐、監護 （２１５条～３１３条） 

第１１章 成年および親権解放 （３１４条～３２４条） 

第１２章 身分登記 （３２５条～３３２条） 

 第２編 財物、所有権およびその制限 

  第１章 財物の種類 （３３３条～３４７条） 

第２章 所有権 （３４８条～３９１条） 

第３章 財物の共有  （３９２条～４０６条） 

第４章 特殊の所有権 （４０７条～４２９条） 

第５章 占有権  （４３０条～４６６条） 

第６章 用益権、使用権、居住権 （４６７条～５２９条） 

第７章 地役権  （５３０条～６０４条） 

第８章 所有権登記  （６０５条～６０８条） 
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 第３編 所有権取得に関する各種の方法 

  前置規定 （６０９条） 

第１章 先占  （６１０条～６１７条） 

第２章 贈与  （６１８条～６５６条） 

第３章 相続  （６５７条～１０８７条） 

 第４編 債権債務関係および契約  

  第１章 債権債務関係 

   第１節 一般規定 （１０８８条～１０９３条） 

第２節 債権債務関係の性質および効果 （１０９４条～１１１２条） 

第３節 債権債務関係の種類 

第１款 単純のおよび条件付きの債務  （１１１３条～１１２４条） 

第２款 期限付きの債務  （１１２５条～１１３０条） 

第３款 選択債務  （１１３１条～１１３６条） 

第４款 共同債務および連帯債務 （１１３７条～１１４８条） 

第５款 可分債務及び不可分債務  （１１４９条～１１５１条） 

第６款 違約金条項付きの債務 （１１５２条～１１５５条） 

第４節 債権債務関係の消滅 

一般規定 （１１５６条） 

第１款 弁済  （１１５７条～１１７１条） 

        弁済による代位  （１１７２条～１１７４条） 

        財物の移転による弁済  （１１７５条） 

        弁済の提供および供託  （１１７６条～１１８１条） 

第２款 支払われるべき物の滅失  （１１８２条～１１８６条） 

第３款 債務免除  （１１８７条～１１９１条） 

第４款 権利の混同  （１１９２条～１１９４条） 

第５款 相殺  （１１９５条～１２０２条） 

第６款 更改  （１２０３条～１２１３条） 

第５節 債権債務関係の証拠 

一般規定 （１２１４条～１２１５条） 

第１款 公正証書  （１２１６条～１２２４条） 

私書証書  （１２２５条～１２３０条） 

第２款 自白  （１２３１条～１２３９条） 

第３款 裁判官による人的尋問（１２４０条～１２４１条） 

第４款 鑑定人による証拠  （１２４２条～１２４３条） 

第５款 証言による証拠   （１２４４条～１２４８条） 

第６款 推定  （１２４９条～１２５３条） 

  第２章 契約 

   第１節 一般規定 （１２５４条～１２６０条） 

第２節 契約の有効性に関する本質的要件 
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一般規定 （１２６１条） 

第１款 同意  （１２６２条～１２７０条） 

第２款 契約の目的  （１２７１条～１２７３条） 

第３款 契約の原因  （１２７４条～１２７７条） 

第３節 契約の有効性  （１２７８条～１２８０条） 

第４節 契約の解釈  （１２８１条～１２８９条） 

第５節 契約の取消し  （１２９０条～１２９９条） 

第６節 契約の無効  （１３００条～１３１４条） 

  第３章 夫婦財産制  （１３１５条～１４４４条） 

  第４章 売買  

第１節 売買契約の性質と方式 （１４４５条～１４５６条） 

第２節 売買の能力 （１４５７条～１４５９条） 

第３節 売却物の滅失における売買契約の効果  （１４６０条） 

第４節 売主の義務 

第１款 一般規定 （１４６１条） 

第２款 売却物の引渡し （１４６２条～１４７３条） 

第３款 担保責任 

第１目 追奪における担保責任  （１４７５条～１４８３条） 

第２目 売却物の隠れた瑕疵や制限に関する担保責任  （１４８４条～１４９

９条） 

第５節 契約の取消し  （１５００条～１５０５条） 

第６節 売買の解除 

一般規定 （１５０６条） 

第１款 合意解除  （１５０７条～１５２０条） 

第２款 法定解除  （１５２１条～１５２５条） 

第７節 債権およびその他の無体財産権の譲渡 （１５２６条～１５３６条） 

第８節 一般規定 （１５３７条） 

  第５章 交換 （１５３８条～１５４１条） 

  第６章 賃貸借契約 

   第１節 一般規定 （１５４２条～１５４５条） 

第２節 農地と市街地の賃貸借 

第１款 一般規定 （１５４６条～１５５３条） 

第２款 賃貸人と賃借人の権利および義務  （１５５４条～１５７４条） 

第３款 農地の賃貸借に関する特別規定 （１５７５条～１５７９条） 

第４款 市街地の賃貸借に関する特別規定 （１５８０条～１５８２条） 

第３節 仕事および労務の賃貸借 

第１款 家事使用人と給与労働者の労務  （１５８３条～１５８７条） 

第２款 調整額および定額による仕事 （１５８８条～１６００条） 

第３款 人および物に関する水運および陸運 （１６０１条～１６０３条） 
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第７章 借地契約 

第１節 一般規定 （１６０４条～１６２７条） 

第２節 永代賃貸借に関する借地契約 

第１款 永代賃貸借に関する規定 （１６２８条～１６５４条） 

第２款  土地賃貸借および永代賃貸借に類似するその他の契約 （１６５５条～

１６５６条） 

第３節 委託に関する借地契約  （１６５７条～１６６０条） 

第４節 保存に関する借地契約  （１６６１条～１６６４条） 

第８章 組合 

第１節 一般規定 （１６６５条～１６７８条） 

第２節 組合員の義務 

第１款 組合員間における組合員の義務 （１６７９条～１６９６条） 

第２款 第三者に対する組合員の義務 （１６９７条～１６９９条） 

第３節 組合の消滅の態様 （１７００条～１７０８条） 

第９章 委任  

第１節 委任の性質、方式および種類 （１７０９条～１７１７条） 

第２節 受任者の義務 （１７１８条～１７２６条） 

第３節 委任者の義務 （１７２７条～１７３１条） 

第４節 委任の終了の態様 （１７３２条～１７３９条） 

第１０章 貸借 

一般規定 （１７４０条） 

第１節 使用貸借 

第１款 使用貸借の性質 （１７４１条～１７４２条） 

第２款 使用借主の義務 （１７４３条～１７４８条） 

第３款 使用貸主の義務 （１７４９条～１７５２条） 

第２節 単なる貸借  （１７５３条～１７５７条） 

第１１章 寄託  

第１節 寄託一般および各種の寄託  （１７５８条～１７５９条） 

第２節 本来的な寄託 

第１款 寄託契約の性質と本質 （１７６０条～１７６２条） 

第２款 任意的な寄託 （１７６３条～１７６５条） 

第３款 受寄者の義務 （１７６６条～１７７８条） 

第４款 寄託者の義務 （１７７９条～１７８０条） 

第５款 必要的な寄託  （１７８１条～１７８４条） 

第３節 差押え （１７８５条～１７８９条） 

第１２章 射倖契約および賭事 

第１節 一般規定 （１７９０条） 

第２節 保険契約 （１７９１条～１７９７条） 

第３節 博戯および賭事 （１７９８条～１８０１条） 
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第４節 終身定期金 （１８０２条～１８０８条） 

第１３章 和解および仲裁 

第１節 和解 （１８０９条～１８１９条） 

第２節 仲裁 （１８２０条～１８２１条） 

第１４章 保証 

第１節 保証の性質と範囲 （１８２２条～１８２９条） 

第２節 保証の効果 

第１款 保証人と債権者間における保証の効果 （１８３０条～１８３７条） 

第２款 債務者と保証人間における保証の効果 （１８３８条～１８４３条） 

第３款 共同保証人間における保証の効果 （１８４４条～１８４６条） 

第３節 保証の消滅 （１８４７条～１８５３条） 

第４節 法定保証および裁判による保証 （１８５４条～１８５６条） 

第１５章 質、抵当および不動産質 

第１節 質および抵当に共通の規定 （１８５７条～１８６２条） 

第２節 質 （１８６３条～１８７３条） 

第３節 抵当 （１８７４条～１８８０条） 

第４節 不動産質 （１８８１条～１８８６条） 

第１６章 合意のない契約による債権債務 

第１節 準契約 

一般規定 （１８８７条） 

第１款 事務管理 （１８８８条～１８９４条） 

第２款 非債受領  （１８９５条～１９０１条） 

第２節 過失または注意義務違反から生じる債権債務関係 （１９０２条～１９１

０条） 

第１７章 債権の競合および優先性 

第１節 一般規定 （１９１１条～１９２０条） 

第２節 債権の分類 （１９２１条～１９２５条） 

第３節 債権に関する優先性 （１９２６条～１９２９条） 

第１８章 時効 

第１節 一般規定 （１９３０条～１９３９条） 

第２節 所有権とその他の物権に関する時効 （１９４０条～１９６０条） 

第３節 訴権の時効 （１９６１条～１９７５条） 

 

○オランダ民法 

第１編 人及び家族に関する法 

第１章 総則 （１条～３条） 

第２章 氏名に関する権利 （４条～９条） 

第３章 住所 （１０条～１５条） 

第４章 戸籍上の身分 （１６条～２９ｆ条） 
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第５章 婚姻 （３０条～８０条） 

第６章 配偶者の権利及び義務   （８０ａ条～８０ｇ条） 

第７章 法定共同財産制度 （９３条～１１３条） 

第８章 夫婦財産契約 （１１４条～１４８条） 

第９章 婚姻の解消 （１４９条～１６７条） 

第１０章 別居及び別居後の婚姻の解消 （１６８条～１９６条） 

第１１章 父性及び子の血統  （１９７条～２２６条） 

第１２章 養子 （２２７条～２３２条） 

第１３章 未成年者 （２３３条～２４４条） 

第１４章 未成年者に対する親権 （２４５条～３７７条） 

第１５章 交際及び情報 （３７７ａ条～３７７ｈ条） 

第１６章 後見 （３７８条～３９１条） 

第１７章 生計 （３９２条～４０８条） 

第１８章 不在、行方不明及び死亡宣告 （４０９条～４３０条） 

第１９章 成年者の保護のための信託的財産管理の規整 （４３１条～４４９条） 

第２０章 成年者のための保佐 （４５０条～４６２条） 

第２編 法人 

第１章 総則 （１条～２５条） 

第２章 社団 （２６条～５２条） 

第３章 協同組合及び相互保険会社 （５３条～６３ｊ条） 

第４章 株式会社 （６４条～１７４ａ条） 

第５章 有限責任会社 （１７５条～２８４ａ条） 

第６章 財団 （２８５条～３０７条） 

第７章 合併 （３０８条～３３４ii条） 

第８章 〔持分権者間の〕紛争に関する規律及び調査権限 （３３５条～３５９ｄ条）

第９章 年度末決算及び業務報告 （３６０条～４５５条） 

第３編 財産法総則 

第１章 総則 

第１節 定義規定 （１条～１５条） 

第１A 節 電子財産取引 （１５ａ条～１５ｆ条） 

第１Ｂ節 帳簿  （１５ｉ条～１５ｊ条） 

第２節 登録しうる財産に関する登録方法 （１６条～３１条） 

第２章 法律行為 （３２条～５９条） 

第３章 代理 （６０条～７９条） 

第４章 財産の取得及び喪失 （８０条～１０６条） 

第５章 占有及び所有 （１０７条～１２５条） 

第６章 管理 （１２６条） 

第７章 共有 （１６６条条～２００条） 

第８章 用益権 （２０１条～２２６条） 
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第９章 質権及び抵当権 （２２７条～２７５条） 

第１０章 〔債務者の〕財産から弁済を受ける〔債権者〕の権利  （２７６条～２９

５条） 

第１１章 請求権 （２９６条～３２６条） 

第４編 相続法 （１条～２３３条） 

第５編 物権法 （１条～１４７条） 

第６編 債務法総則 

第１章 債務総論 

第１節 総則 （１条～５条） 

第２節 複数債務者及び合同債務者 （６条～１４条） 

第３節 複数債権者 （１５条～１６条） 

第４節 選択債務 （１７条～２０条） 

第５節 条件付き債務 （２１条～２６条） 

第６節 債務の履行 （２７条～５１条） 

第７節 履行拒絶権 （５２条～５７条） 

第８節 債権者遅滞 （５８条～７３条） 

第９節債務不履行の効果 

§１ 総則 （７４条～８０条） 

§２ 債務者遅滞 （８１条～８７条） 

§３ 債務不履行のさらなる効果 （８８条～９０条） 

§４ 違約金の約定 （９１条～９４条） 

第１０節 損害賠償に関する法定の義務 （９５条～１１０条） 

第１１節 金銭の支払いに関する義務 （１１１条～１２６条） 

第１２節 相殺 （１２７条～１４１条） 

第２章 債権及び債務の移転並びに債務の放棄 

第１節 債権譲渡の効果 （１４２条～１４９条） 

第２節 法定代位 （１５０条～１５４条） 

第３節 債務引受及び契約上の地位の移転 （１５５条～１５９条） 

第４節 放棄及び混同 （１６０条～１６１条） 

第３章 不法行為 （１６２条～１９７条） 

第４章 不法行為又は契約以外の原因に基づく債務 

第１節 事務管理 （１９８条～２０２条） 

第２節 非債弁済 （２０３条～２１１条） 

第３節 不当利得 （２１２条） 

第５章 契約総論 

第１節 総則 （２１３条～２１６条） 

第２節 契約の成立 （２１７条～２３０条） 

第２a 節 サービス指令に基づくサービス提供者およびそのサービスに関する情報

（２３０ａ条～２３０ｆ条） 
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第３節 約款 （２３１条～２４７条） 

第４節 契約の効果 （２４８条～２６０条） 

第５節 双務契約 （２６１条～２７９条） 

第７編 各種の契約 

第１章 売買及び交換 

第１節 売買：総則 （１条～８条） 

第２節 売主の義務 （９条～１９条） 

第３節 売主の義務の不履行に関する特則 （２０条～２５条） 

第４節 買主の義務 （２６条～３０条） 

第５節 買主の遅滞に関する特則 （３１条～３２条） 

第６節 解除の特例 （３３条～３５条） 

第７節 損害賠償 （３６条～３８条） 

第８節 買戻権 （３９条～４４条） 

第９節 試味売買 （４５条～４６条） 

第９A 節 隔地者間売買 （４６ａ条～４６ｊ条） 

第１０節 財産権の売買 （４７条～４８条） 

第１０A 節 不動産の一時利用権の売買 （４８ａ条～４８ｇ条） 

第１２節 交換 （４９条～５０条） 

第２章 金銭保証契約 （５１条～５６条） 

第３章 贈与 （１７５条～１８８条） 

第４章 使用賃貸借 

第１節 総則 （２０１条～２０２条） 

第２節 使用賃貸人の義務 （２０３条～２１１条） 

第３節 使用賃借人の義務 （２１２条～２２５条） 

第４節 使用賃貸目的物譲渡の際の使用地賃貸借の移転及び使用賃貸借の終了

（２２６条～２３１条） 

第５節 住居の使用賃貸借 

第１款 総則 （２３２条～２４５条） 

第２款 使用賃料及びその他の金銭授受 （２４６条～２６５条） 

第３款 共同使用賃借人及び使用賃貸借の継続 （２６６条～２７０ａ条） 

第４款 使用賃貸借の終了 （２７１条～２８２条） 

第６節 事業用建物の使用賃貸借 （２９０条～３１０条） 

第５章 用益賃貸借 

第１節 総則 （３１１条～３１６条） 

第２節 用益賃貸借の形式 （３１７条） 

第３節 用益賃貸借の許可 （３１８条～３２４条） 

第４節 用益賃貸借の期間 （３２５条～３２６条） 

第５節 用益賃料 （３２７条～３３５条） 

第６節 用益賃貸人の義務 （３３６条～３４５条） 
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第７節 用益賃借人の義務 （３４６条～３６０条） 

第８節 用益賃貸目的物譲渡の際の使用地賃貸借の移転 （３６１条～３６２条）

第９節 用益賃貸借の承継 （３６３条～３６５条） 

第１０節 用益賃貸借の終了 （３６６条～３７７条） 

第１１節 用益賃借人の先買権 （３７８条～３８４条） 

第１２節 各種の用益賃貸借 （３８５条～３９８条） 

パラグラフ１ 公共団体のための用益賃貸借 （３８５条～３８７条） 

パラグラフ２ 保護区内部の用益賃貸借 （３８８条～３９４条） 

パラグラフ３ 小規模の土地の用益賃貸借 （３９５条） 

パラグラフ４ 収穫用益賃貸借及び自由地の用益賃貸借 （３９６条～３９８条）

第１３節 強制権限 （３９９条～３９９c 条） 

第１４節 終末規定 （３９９d条～３９９e条） 

第７章  役務提供 

第１節 役務提供総則 （４００条～４１３条） 

第２節 委任 （４１４条～４２４条） 

第３節 仲介契約 （４２５条～４２７条） 

第４節 代理商契約 （４２８条～４４５条） 

第５節 医療行為に関する契約 （４４６条～４６８条） 

第７A 章 旅行契約 （５００条～５１３条） 

第７B 章 支払取引 （５１４条～５５１条） 

第９章 寄託 （６００条～６０９条） 

第１０章 労働契約 

第１節 総則 （６１０条～６１５条） 

第２節 賃金 （６１６条～６３３条） 

第３節 休暇 （６３４条～６４５条） 

第４節 平等の処遇 （６４６条～６４９条） 

第５節 労働契約における個別条項 （６５０条～６５３条） 

第６節 雇用者の個別義務 （６５４条～６５８b 条） 

第７節 被用者の個別義務 （６５９条～６６１条） 

第８節 事業譲渡の際の被用者の権利 （６６２条～６６６条） 

第９節 労働契約の終了 （６６７条～６８６条） 

第１０節 商業代表者のための特則 （６８７条～６８９条） 

第１１節 派遣契約に関する特則 （６９０条～６９１条） 

第１２章 請負 

第１節 請負総論 （７５０条～７６４条） 

第２節 事業を営まない自然人の注文による住居建築のための特則 （７６５条～

７６９条） 

第１４章 保証 

第１節 一般規定 （８５０条～８５６条） 
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第２節 非職業的及び非営業的保証 （８５７条～８６４条） 

第３節 主債務者及び保証人間の関係、並びに、保証人及び他の責任負担者間の関

係 （８６５条～８７０条） 

第１５章 確認契約 （９００条～９１０条） 

第１７章 保険 

第１節 総則 （９２５条～９４３条）   

第２節 損害保険 （９４４条～９６３条） 

第３節 定額保険 

§１ 総則 （９６４条～９７４条） 

§２ 生命保険 （９７５条～９８６条） 

第１８章 終身定期金 （９９０条～９９２条） 

第７A 編 各種の契約；承前 

第５A 章 割賦売買 

第１節 割賦売買総則 （１５７６条～１５７６h条） 

第２節 分割払い購入 （１５７６h条～１５７６x条） 

第７章 使用賃貸借 ＜削除＞ 

第７A 章 ＜削除＞ 

第９章 組合 

第１節 総則 （１６５５条～１６６０条） 

第２節 組合員相互の義務 （１６６１条～１６７８条） 

第３節 組合員の第三者に対する義務 （１６７９条～１６８２条） 

第４節 組合の様々な終了原因 （１６８３条～１６８８） 

第１１章 ＜削除＞ 

第１３章 使用貸借 

第１節 総則 （１７７７条～１７８０条） 

第２節 使用借主の義務 （１７８１条～１７８６条） 

第３節 使用貸主の義務 （１７８７条～１７９０条） 

第１４章 消費貸借 

第１節 総則 （１７９１条～１７９３条） 

第２節 消費貸主の義務 （１７９６条～１７９９条） 

第３節 使用借主の義務 （１８００条～１８０１条） 

第４節 利息付き消費貸借 （１８０４条～１８０６条） 

第１５章 永続的定期金設定契約 （１８０７条～１８１０条） 

第１６章 射倖契約 

第１節 ＜削除＞ 

第２節 ＜削除＞ 

第３節 博戯及び賭事 （１８２５条～１８２８条） 

第１７章 ＜削除＞  

第１９章 ＜削除＞ 
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第８編 交通及び運送手段 

Ⅰ 総則 

第１章 総則 （１条～１４条） 

第２章 運送に関する一般規定 （２０条～１２１条） 

Ⅱ 海法 

第３章 遠洋船及びその積荷 （１６０条～２３１条） 

第４章 遠洋船の乗員 （２６０条～２６２条） 

第５章 操業 （３６０条～５３２条） 

第６章 事故 （５４０条～６２７条） 

第７章 責任限定 （７５０条～７５９条） 

Ⅲ 内水法 

第８章 内水船及びその積荷 （７７０条～８４１条） 

第９章 内水船の乗員 （８６０条～８６１条） 

第１０章 操業 （８８０条～９９８条） 

第１１章 事故 （１０００条～１０３７条） 

第１２章 責任限定 （１０６０条～１０６６条） 

Ⅳ 陸上運送法 

第１３章 陸上運送 （１０８０条～１２０１条） 

第１４章 事故 （１２１０条～１２２０条） 

Ⅴ 航空法 

第１５章 航空機 （１３００条～１３２１条） 

第１６章 操業 （１３４０条～１４２０条） 

Ⅵ 鉄道運送 

第１８章 鉄道貨物運送契約 （１５５０条～１５９６条） 

第１９章 事故 （１６６１条～１６８０条） 

Ⅶ 終末規定 

第２０章 時効及び期間 （１７００条～１８３６条） 

終末規定 

 

○ロシア民法 

第１編 総則 

第１准編 総則 

第１章 民事法令 （１条～７条） 

第２章 民法上の権利および義務の発生根拠、民法上の権利の行使及び保護 （８

条～１６条） 

第２准編 人  

第３章 市民（自然人） （１７条～４７条） 

第４章 法人 （４８条～１２３条） 

第５章 ロシア連邦の参加、主体、民事法令によって規律される関係における自治

- 62 - 



体の形成 （１２４条～１２７条） 

第３准編 民法上の権利の客体 

第６章 総則（１２８条～１４１条） 

第７章 手形および証券 （１４２条～１４９条） 

第８章 非財産的利益およびその保護 （１５０条～１５２条） 

第４准編 取引および代理  

第９章 取引 （１５３条～１８１条） 

第１０章 代理、代理人の権限（１８２条～１８９条） 

第５准編 期間、出訴制限  

第１１章 期間の計算 （１９０条～１９４条） 

第１２章 出訴制限 （１９５条～２０８条） 

第２編 所有権およびその他の物権 

第１３章 総則 （２０９条～２１７条） 

第１４章 所有権の取得 （２１８条～２３４条） 

第１５章 所有権の消滅 （２３５条～２４３条） 

第１６章 共有 （２４４条～２５９条） 

第１７章 土地に関する所有権およびその他の物権 （２６０条～２８７条） 

第１８章 居住用建物に関する所有権およびその他の物権 （２８８条～２９３条）

第１９章 経済管理権、運営管理権 （２９４条～３００条） 

第２０章 所有権およびその他の物権に対する保護 （３０１条～３０６条） 

第３編 債務法総則 

第１准編 債務に関する総則 

第２１章 債権債務関係の定義およびその当事者 （３０７条～３０８条） 

第２２章 債務の履行 （３０９条～３２８条） 

第２３章 債務の履行に関する担保 

第１節 総則 （３２９条） 

第２節 違約金 （３３０条～３３３条） 

第３節 担保権 （３３４条～３５８条） 

第４節 留置権 （３５９条～３６０条） 

第５節 保証 （３６１条～３６７条） 

第６節 銀行保証 （３６８条～３７９条） 

第７節 手付 （３８０条～３８１条） 

第２４章 債権債務関係における人の交替 

第１節 債権者の権利の第三者への移転 （３８２条～３９０条） 

第２節 債務の移転 （３９１条～３９２条） 

第２５章 債務不履行に対する責任 （３９３条～４０６条） 

第２６章 債務の消滅 （４０７条～４１９条） 

第２准編 契約に関する総則 

第２７章 契約の定義および契約条項 （４２０条～４３１条） 
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第２８章 契約の締結 （４３２条～４４９条） 

第２９章 契約の変更および解除 （４５０条～４５３条） 

第４編 債権債務関係に関する個別の類型 

第３０章 売買 （４５４条～５６６条） 

第１節 売買総則 （４５４条～４９１条） 

第２節 小売売買 （４９２条～５０５条） 

第３節 物品の供給 （５０６条～５２４条） 

第４節 国家の需要のための物品の供給 （５２５条～５３３４条） 

第５節 買上げ （５３５条～５３８条） 

第６節 エネルギー供給 （５３９条～５４８条） 

第７節 不動産譲渡 （５４９条～５５７条） 

第８節 企業譲渡 （５５８条～５６６条） 

第３１章 交換 （５６７条～５７１条） 

第３２章 贈与 （５７２条～５８２条） 

第３３章 扶養を伴う終身サポートおよび賃貸借 

第１節 扶養を伴う終身サポートおよび賃貸借に関する総則 （５８３条～５８

８条） 

第２節 永久賃貸借 （５８９条～５９５条） 

第３節 終身賃貸借 （５９６条～６００条） 

第４節 扶養を伴う終身サポート （６０１条～６０５条） 

第３４章 賃貸借 

第１節 賃貸借に関する総則 （６０６条～６２５条） 

第２節 レンタル （６２６条～６３１条） 

第３節 輸送手段に関する賃貸借 （６３２条～６４９条） 

第４節 建物および構造物の賃貸借 （６５０条～６５５条） 

第５節 企業の賃貸借 （６５６条～６６４条） 

第６節 ファイナンス・リース （６６５条～６７０条） 

第３５章 居住用建物の賃貸借 （６７１条～６８８条） 

第３６章 使用貸借 （６８９条～７０１条） 

第３７章 請負  

第１節 請負に関する総則 （７０２条～７２９条） 

第２節 消費者請負 （７３０条～７３９条） 

第３節 建設請負 （７４０条～７５７条） 

第４節 設計および調査業務の実行のための請負 （７５８条～７６２条） 

第５節 国家の需要のための契約による請負 （７６３条～７６８条） 

第３８章 学術研究、実験計画、技術的作業の実行 （７６９条～７７８条） 

第３９章 有償の役務提供 （７７９条～７８３条） 

第４０章 運送 （７８４条～８００条） 

第４１章 運送取扱 （８０１条～８０６条） 
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第４２章 融資および信用貸付 

第１節 融資 （８０７条～８１８条） 

第２節 信用貸付 （８１９条～８２１条） 

第３節 物品信用および消費者信用 （８２２条～８２３条） 

第４３章 金銭債権の移転を伴う資金調達 （８２４条～８３３条） 

第４４章 銀行預金 （８３４条～８４４条） 

第４５章 銀行口座 （８４５条～８６０条） 

第４６章 弁済  

第１節 弁済に関する総則 （８６１条～８６２条） 

第２節 支払依頼による弁済 （８６３条～８６６条） 

第３節 信用状による弁済 （８６７条～８７３条） 

第４節 為替手形による弁済 （８７４条～８７６条） 

第５節 小切手による弁済 （８７７条～８８５条） 

第４７章 寄託  

第１節 寄託に関する総則 （８８６条～９０６条） 

第２節 物品倉庫における寄託 （９０７条～９１８条） 

第３節 特種の寄託 （９１９条～９２６条） 

第４８章 保険 （９２７条～９７０条） 

第４９章 委任 （９７１条～９７９条） 

第５０章 第三者の利益のための権限なき行為 （９８０条～９８９条） 

第５１章 取次 （９９０条～１００４条） 

第５２章 代理 （１００５条～１０１１条） 

第５３章 委託による財産管理 （１０１２条～１０２６条） 

第５４章 フランチャイズ （１０２７条～１０４０条） 

第５５章 組合 （１０４１条～１０５４条） 

第５６章 懸賞広告 （１０５５条～１０５６条） 

第５７章 優等懸賞広告 （１０５７条～１０６１条） 

第５８章 博戯および賭事 （１０６２条～１０６３条） 

第５９章 不法行為に基づく債務  

第１節 不法行為による損害賠償に関する総則 （１０６４条～１０８３条） 

第２節 市民の生命および身体に対する侵害に関する賠償 （１０８４条～１０

９４条） 

第３節 物品、仕事、役務の瑕疵に基づく損害に関する賠償 （１０９５条～１

０９８条） 

第４節 精神的損害に関する賠償 （１０９９条～１１０１条） 

第６０章 不当利得に基づく債務 （１１０２条～１１０９条） 

第５編 相続法 

第６１章 相続に関する総則 （１１１０条～１１１７条） 

第６２章 遺言による相続 （１１１８条～１１４０条） 
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第６３章 法律による相続 （１１４１条～１１５１条） 

第６４章 相続の承認 （１１５２条～１１７５条） 

第６５章 個別の類型の財産に関する相続 （１１７６条～１１８５条） 

第６編 国際私法 

第６６章 総則 （１１８６条～１１９４条） 

第６７章 人の法律上の地位を決定する際に適用される法 （１１９５条～１２０

４条） 

第６８章 財産および人的な非財産的関係に適用される法 （１２０５条～１２２

４条） 

 

○カンボジア王国民法 

 第１編 総則 （第１条～第５条） 

第２編 人 

第１章 自然人 

第１節 権利能力 （第６条～第９条） 

第２節 人格権 （第１０条～第１３条） 

第３節 意思能力 （第１４条～第１５条） 

第４節 行為能力 （第１６条～第３３条） 

第５節 住所 （第３４条～第３６条） 

第６節 不在者の財産管理および失踪宣告 （第３７条～第４４条） 

第７節 同時死亡の推定 （第４５条） 

第２章 法人 

第１節 総則 （第４６条～第８１条） 

第２節 社団法人 （第８２条～第１０９条） 

第３節 財団法人 （第１１０条～第１１８条） 

第３編 物権 

第１章 総則 （第１１９条～第１３７条） 

第２章 所有権 （第１３８条～第２２６条） 

第３章 占有権 （第２２７条～第２４３条） 

第４章 永借権 （第２４４条～第２５５条） 

第５章 用益権 （第２５６条～第２７３条） 

第６章 使用権および居住権 （第２７４条～第２８４条） 

第７章 地役権 （第２８５条～第３０５条） 

第８章 国，仏教寺院，少数民族その他の共同体の所有権その他の物権（第３０６条）

第９章 土地のコンセッションによって設定された権利 （第３０７条） 

第４編 債務 

第１章 総則 

第１節 債務の発生原因および諸概念の定義 （第３０８条～第３１２条） 

第２節 債務の種類および態様 （第３１３条～第３２４条） 
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第３節 条件・期限・期間 

第１款 条件 （第３２５条～第３２８条） 

第２款 期限 （第３２９条～第３３１条） 

第３款 期間 （第３３２条～第３３５条） 

第２章 意思表示および契約 

第１節 契約の成立 （第３３６条～第３４４条） 

第２節 意思表示の瑕疵および契約の有効性 （第３４５条～第３５５条） 

第３節 無効および取消 （第３５６条～第３６３条） 

第４節 代理 （第３６４条～第３７８条） 

第５節 第三者のためにする契約 （第３７９条～第３８３条） 

第３章 契約の履行 （第３８４条～第３８８条） 

第４章 契約違反に対する救済 

第１節 債務不履行に関する一般規定 （第３８９条～第３９５条） 

第２節 履行の強制 （第３９６条～第３９７条） 

第３節 損害賠償 （第３９８条～第４０６条） 

第４節 契約の解除 （第４０７条～第４１４条） 

第５章 危険負担 （第４１５条～第４２１条） 

第６章 第三者に対する債権の効力 

第１節 債権者による代位 （第４２２条～第４２７条） 

第２節 詐害行為取消権 （第４２８条～第４３２条） 

第７章 債務の消滅 （第４３３条） 

第１節 弁済 

第１款 弁済についての一般原則 （第４３４条～第４４８条） 

第２款 弁済充当 （第４４９条～第４５２条） 

第３款 弁済の提供・供託 （第４５３条～第４５８条） 

第４款 弁済による代位 （第４５９条～第４６３条） 

第２節 相殺 （第４６４条～第４７２条） 

第３節 免除 （第４７３条～第４７５条） 

第４節 更改 （第４７６条～第４７８条） 

第５節 混同 （第４７９条） 

第８章 消滅時効 （第４８０条～第５００条） 

第９章 債権譲渡および債務引受 

第１節 債権譲渡 （第５１０条～第５０６条） 

第２節 債務引受 （第５０７条～第５１１条） 

第３節 契約上の地位の譲渡 （第５１２条～第５１４条） 

第５編 各種契約・不法行為等 

第１章 売買 

第１節 総則 （第５１５条～第５２３条） 

第２節 売買契約の当事者と目的物 （第５２４条～第５２７条） 
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第３節 売買契約の効力 （第５２８条） 

第１款 売主の義務 （第５２９条～第５５３条） 

第２款 買主の義務 （第５５４条～第５５９条） 

第４節 買戻権の行使による売買契約の解消 （第５６０条～第５６５条） 

第２章 交換 （第５６６条～第５６７条） 

第３章 贈与 （第５６８条～第５７７条） 

第４章 消費貸借 

第１節 消費貸借の意義と成立 （第５７８条～第５８２条） 

第２節 利息付き消費貸借 （第５８３条～第５８６条） 

第３節 貸主の貸与義務 （第５８７条～第５９０条） 

第４節 借主の返還義務 （第５９１条～第５９５条） 

第５章 賃貸借 

第１節 総則 （第５９６条～第５９９条） 

第２節 賃貸借の効力 （第６００条～第６１１条） 

第３節 賃貸借の終了 （第６１２条～第６２１条） 

第４節 分益賃貸借 （第６２２条～第６２４条） 

第６章 使用貸借 （第６２５条～第６３６条） 

第７章 委任 （第６３７条～第６５１条） 

第８章 請負 （第６５２条～第６６３条） 

第９章 雇用 （第６６４条～第６６８条） 

第１０章 寄託 

第１節 寄託に関する総則 （第６６９条～第６８８条） 

第２節 混蔵寄託 （第６８９条） 

第３節 消費寄託 （第６９０条～第６９１条） 

第４節 係争物寄託 （第６９２条～第６９８条） 

第１１章 組合 （第６９９条～第７１８条） 

第１２章 終身定期金 （第７１９条～第７２３条） 

第１３章 和解 （第７２４条～第７２８条） 

第１４章 事務管理 （第７２９条～第７３５条） 

第１５章 不当利得 （第７３６条～第７４１条） 

第１６章 不法行為 （第７４２条～第７６５条） 

第６編 債務担保 

第１章 総則 （第７６６条～第７７３条） 

第２章 留置権 （第７７４条～第７８０条） 

第３章 先取特権 （第７８１条～第８１５条） 

第４章 質権 （第８１６条～第８４２条） 

第５章 抵当権 （第８４３条～第８８７条） 

第６章 譲渡担保権 （第８８８条～第８９９条） 

第７章 保証 
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第１節 保証の成立 （第９００条～第９０２条） 

第２節 保証の効力 （第９０３条～第９１０条） 

第３節 求償 （第９１１条～第９１５条） 

第４節 代位 （第９１６条～第９２０条） 

第８章 連帯債務 

第１節 連帯債務の成立 （第９２１条～第９２３条） 

第２節 連帯債務者の一人について生じた事項の効力 （第９２４条～第９３１条）

第３節 求償 （第９３２条～第９３５条） 

第４節 弁済による代位 （第９３６条） 

第５節 複数債務のその他の態様 （第９３７条） 

第７編 親族 

第１章 総則 （第９３８条～第９４３条） 

第２章 婚約 （第９４４条～第９４７条） 

第３章 婚姻 （第９４８条～第９８４条） 

第４章 親子 （第９８５条～第１０３３条） 

第５章 親権 （第１０３４条～第１０６６条） 

第６章 後見 （第１０６７条～第１１３５条） 

第７章 保佐 （第１１３６条～第１１３９条） 

第８章 扶養 （第１１４０条～第１１４４条） 

第８編 相続 

第１章 総則 （第１１４５条～第１１５５条） 

第２章 法定相続 （第１１５６条～第１１６７条） 

第３章 遺言相続 （第１１６８条～第１２２９条） 

第４章 遺留分 （第１２３０条～第１２４７条） 

第５章 相続の承認及び放棄 （第１２４８条～第１２６１条） 

第６章 相続財産の管理及び分割 （第１２６２条～第１２８９条） 

第７章 相続人の不存在 （第１２９０条～第１３００条） 

第８章 相続回復請求 （第１３０１条～第１３０４条） 

第９編 最終条項 （第１３０５条） 

 
 
 

第３ その他 

 民法（債権関係）の改正に関する検討事項として，これまでの審議で取り上

げられてきたもののほか，検討すべき事項はあるか。また，どのような点に留

意する必要があるか。 
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